
18 歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識
— 国政選挙における都道府県別の投票率および世論調査データをもとに ― 

前田 涼太・塩沢 健一

Tendency of Turnout and political Awareness of Younger Voters before  
and after the Lowering of the Voting Age

MAEDA Ryota, SHIOZAWA Kenichi

地域学論集（鳥取大学地域学部紀要）　第15巻　第3号　抜刷

REGIONAL STUDIES (TOTTORI UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF REGIONAL SCIENCES) Vol.15 / No.2

平成31年 3月 31日発行　　March  31, 2019

190328_fix_地域学論集15-3_抜刷論文0.indd   7 19/03/28   20:41

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Tottori University Research Result Repository

https://core.ac.uk/display/227469517?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


石川大晃・田中大介：「親として育てられる」社会的枠組みの重要性とその再構築

厚生労働省. (2018b). 保育所等関連状況とりまとめ(平成

30 年 4 月 1 日). 厚生労働省. Retrieved from  
 https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/0003505 

92.pdf (2018 年 10 月 26 日) 
厚生労働省. (2018c). 平成 29 年度 児童相談所での児童虐

待相談対応件数<速報値>. 厚生労働省. Retrieved from 
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/0003 
48313.pdf (2018 年 9 月 23 日) 

厚生労働省. (2014). 平成 26 年度版 厚生労働白書. 厚生

労働省. Retrieved from https://www.mhlw.go.jp/wp/h 
akusyo/kousei/14/ (2018 年 9 月 23 日) 

厚生労働省. (2013). 宅幼老所の取組. 厚生労働省. 
Retrieved from 
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seis 
akujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihoken
fukushibu/0000089651.pdf (2018 年 9 月 23) 

鯨岡峻.(1995). 関係発達論の構築:間主観的アプローチに

よる. 京都:ミネルヴァ書房. 
内閣府. (2018a). 平成 30 年度版男女共同参画白書. 内閣

府. Retrieved from http://www.gender.go.jp/about_d 
anjo/whitepaper/h30/zentai/pdf/h30_genjo.pdf (2018
年 9 月 23 日) 

内閣府. (2018b). 平成 30 年度版 少子化社会対策白書

(PDF 版). 内閣府. Retrieved from 
http://www8.cao.go 
.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2018/
30pdfhonpen/30honpen.html(2018 年 9 月 23 日) 

内閣府. (2018c). 平成 30 年版高齢社会白書 . 内閣府. 
Retrieved from http://www8.cao.go.jp/kourei/whitep 
aper/w-2018/zenbun/30pdf_index.html (2018 年 9 月

23 日) 
内閣府. (2013). 平成 25 年度 家族と地域における子育て

に関する意識調査 . 内閣府. Retrieved from http://ww 
w8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/h25/ishiki/i
ndex_pdf.html (2018 年 9 月 23 日)  

内閣府. (2008). 平成 20 年版青少年白書. 内閣府. 
Retrieved from http://www8.cao.go.jp/youth/whitepa 
per/h20honpenhtml/index.html (2018 年 9 月 23 日) 

内閣府. (2007). 低年齢少年の生活と意識に関する調査 . 内
閣府. Retrieved from http://www8.cao.go.jp/youth/ 
kenkyu/teinenrei2/zenbun/index.html (2018 年 9 月 23
日) 

内閣府. (2001). 第 2 回青少年の生活と意識に関する基本  
調査報告書【PDF 形式】. 内閣府. Retrieved from 
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/seikatu2/pdf/0-1
.html (2018 年 9 月 23 日) 

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会. (2015). 地域子育

て支援拠点事業に関するアンケート調査 2015. NPO 法

人子育てひろば全国連絡協議会 . Retrieved from http:// 
kosodatehiroba.com/new_files/pdf/away-ikuji.pdf 
(2018 年 9 月 23 日) 

Rogoff， B. (2006). 文化的営みとしての発達:個人、世 
代、コミュニティ（當眞千賀子 , 訳）. 東京:新曜社. 
 (Rogoff, B．(2003). The Cultural Nature of Human 
Development. Oxfoford University Press.) 

品川区. (2016). 町会・自治会アンケート . 品川区 . 
Retrieved from http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/  
ct/other000064100/ankeito.pdf(2018 年 10 月 26 日) 

総務省. (2018). 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及

び世帯数調査. 総務省統計局 e-Stat. Retrieved from 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&lay
out=datalist&toukei=00200241&tstat=000001039591
&cycle=7&year=20180&month=0&tclass1=00000103
9601&result_back=1 (2018 年 9 月 23 日) 

総務省. (2011). 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及

び世帯数調査. 総務省統計局 e-Stat. Retrieved from 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&lay
out=datalist&toukei=00200241&tstat=000001039591
&cycle=7&year=20110&month=0&tclass1=00000103
9601&result_back=1 (2018 年 9 月 23 日) 

東京都. (2018a). 子供の生活実態調査 . 東京都福祉保健局 . 
Retrieved from http://www.fukushihoken.metro 
.tokyo.jp/joho/soshiki/syoushi/syoushi/oshirase/kodo
moseikatsujittaityousakekka.html (2018 年 9 月 23 日) 

東京都. (2018b). 平成 29 年度東京都福祉保健基礎調査 .  
東京都福祉保健局 . Retrieved from 
http://www.fukush 
ihoken.metro.tokyo.jp/kiban/chosa_tokei/zenbun/heis
ei29/29houkokusyozenbun.html (2018 年 9 月 23 日) 

氏家達夫．（2012）．発達を支える社会文化的基盤．氏家

達夫・遠藤利彦 (編 )，日本発達心理学会 (シリーズ編 ), 
発達科学ハンドブック 5: 社会・文化に生きる人間

(pp.10-24). 東京:新曜社. 

18歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識 

-国政選挙における都道府県別の投票率および世論調査データをもとに- 

 

前田涼太＊・塩沢健一＊＊ 

 

Tendency of Turnout and political Awareness of Younger Voters before and after the Lowering 
of the Voting Age

MAEDA Ryota *, SHIOZAWA Ken’ichi **

キーワード：18 歳選挙権，投票率，政治意識，住民票の異動 

Key Words: Lowering of the Voting Age, Turnout, Political Awareness, Transferring Certificates of Residence

Ⅰ．はじめに 

2016 年夏に 18 歳選挙権が導入され、10 代の有権

者が初めて国政選挙に参加することとなった同年 7

月の参議院議員選挙では、彼らの投票参加の動向が

大きな注目を集めた。このときの選挙区選挙におけ

る全国平均の投票率は、18 歳が 51.28％、19 歳が

42.30％を記録し、高校 3年生も含まれる 18 歳の投

票率は全年代の投票率（54.70％）に近い数字となっ

ただけでなく、20 代（35.60％）、30 代（44.24％）

を上回る結果となった。 

他方で、翌 2017 年 10月に行われた衆議院議員選

挙では、18 歳の投票率こそ 47.87％で参院選からは

微減にとどまったのに対し、19 歳は参院選と比べ 9

ポイント余り下落し 33.25％と大きく伸び悩んだ。

この衆院選では多くの地域で台風直撃の影響を受け

てもなお、全年代の投票率は 53.68％と前年の参院

選並みの水準に踏みとどまったが、そうした中で 19

歳の投票率の落ち込みは特に顕著であったと言える。 

18・19歳が投票参加できる 2度目の参院選が今年

7 月に迫るが、18 歳選挙権導入当初におけるある種

の「お祭り効果」は薄れてきたと言える。そうした

中、10 代を有権者に加えて迎える 3 度目の国政選挙

では、彼らの「平均的な投票参加の傾向」がより一

層明示的なものとなるであろう。すなわち、来たる

参院選における 10 代の投票参加の内実がどのよう

なものとなるかによって、長期的に見た際の 18 歳選

挙権の成否を占うことが初めて可能になると思われ

る。同時に、10代をはじめ若者の投票参加をめぐる

（過去にも指摘されてきた）種々の課題もまた、こ

れまで以上に明確に浮かび上がってくると筆者は考

える。 

本稿では主として、後者の「課題」の部分に焦点

を絞って、分析を試みることとしたい。前述のよう

に、最近 2 回の国政選挙は「お祭り効果」や台風直

撃など、一定の特殊事情は作用していると考えられ

る。しかしそれでも、後の分析で示すように、都道

府県別の 10 代の投票率に着目すると、18歳、19 歳、

県全体の各カテゴリ間、ならびに 2 つの選挙間での

相関を見ることで、一定の傾向を読み取ることが可

能となる。また結論を先取りして言うと、そこから

改めて浮かび上がる課題は若い有権者の「住民票の

異動」の問題であり、数字として表れる投票率は必

ずしも、若者の「関心度」をストレートに表すもの

ではないことが示される。 

また、都道府県別データの分析に先立って、2016

年の参院選前後に実施された各種世論調査のデータ

に着目して比較分析を行い、18・19 歳を中心とした

若い有権者の投票参加や政治意識の傾向について、
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考察を加える。本稿の原典となる前田の卒業論文で

は、より多岐にわたって考察を行っているが、本稿

では、前述の「住民票の異動」問題とより深く関連

すると思われる項目に絞って、論じることとしたい。 

 

Ⅱ．18歳選挙権導入の背景・効果・課題 
2016 年 6 月 19 日に改正公職選挙法が施行され、

71年ぶりに選挙権年齢が拡大された。本章では、選

挙権年齢引き下げに至る政治的背景について若干の

整理を加え、諸外国の選挙権年齢の現状についても

簡単に触れたのち、18歳選挙権導入をはじめとする

制度改正がいかなる効果をもたらしつつあるかを、

塩沢（2018）を踏まえつつ概観しておきたい。 

 

1. 18歳選挙権導入をめぐる政治的背景 

2000 年代前半に我が国では「平成の大合併」の急

速な進行とともに、合併の是非を住民投票にかける

動きも加速度的に広まり、その中で、普段の選挙で

は投票資格のない未成年者に投票権を与えるケース

も数多く見られた 1。中学生にまで投票資格を付与

した長野県平谷村の住民投票など、全国的に大きな

注目を集めた事例もいくつかあったが、それらの地

方レベルにおける動きは、即座に国政レベルまで波

及したわけではなかった。 

選挙権年齢引き下げが国会で本格的に議論され始

める契機となったのは、2007 年に可決された「日本

国憲法の改正手続きに関する法律（憲法改正国民投

票法）」である 2（林,2016,44）。同法では第 3 条にお

いて、投票資格者を「日本国民で年齢満十八年以上

の者」としている。国民投票の投票権年齢が 18 歳以

上とされた背景には、同法の制定を目指した当時の

第 1次安倍政権にとって、野党第 1 党である民主党

の協力が不可欠だったことがある。当初、与党案で

は投票権年齢を 20 歳以上とする方針であったが、改

憲の発議要件である 3分の 2を参議院では確保でき

ておらず、民主党の協力なしには実質的に改憲議論

に入ることは困難だったことから、「18 歳以上」を

強く主張していた民主党案に歩み寄る形をとったた

めである。 

一方で、国民投票法の附則第 3条では、法施行（公

布の 3 年後にあたる 2010 年 5 月）までの間に公選

法における選挙権年齢の規定などについて検討を加

え、必要な法制上の措置を講ずることを求めるとと

もに、公選法改正や成年年齢をめぐる民法改正等が

なされるまでの間は投票権年齢を「満二十年以上」

とするとしていた。しかしながら、法案成立後の与

野党協議は足踏みを続け、2009 年総選挙を経て誕生

した民主党政権も、成年・未成年をめぐる法令の見

直し作業が膨大となることから二の足を踏み、その

まま 3年間の経過措置期間も過ぎていった。つまり、

国民投票法の施行後も、投票権年齢は実質的に「20

歳以上」の状態が続くこととなった。 

その後、2012 年末に自民党が政権復帰を果たすと、

国民投票法の改正議論が活発化することとなる。同

法附則が求めた成年年齢や選挙権年齢の引き下げに

は時間がかかることから、この附則を先に改正し、

国民投票の投票権を 18歳以上とすることを自民・公

明両党は優先させた（『朝日新聞』夕刊 2013 年 9月

25 日）。自民党内には根強い反対も一部であったも

のの、2014 年 6月に改正国民投票法が成立・施行と

なり、投票権年齢については新たに 4 年間の経過措

置期間が設けられることとなった。 

それを受けて、すぐさま国会では超党派による「選

挙権年齢に関するプロジェクトチーム」が発足し、

2014 年 11 月、選挙権年齢の引き下げ等を盛り込ん

だ公選法改正案を衆議院に提出した。このときは衆

議院の解散に伴い廃案となったが、解散総選挙の後、

2015 年 3月に同内容の改正案を再提出し、同年 6 月

に成立、翌年 6 月に施行された。また、前述の改正

国民投票法の附則により、国民投票の投票権年齢も

2018 年 6月から正式に「18歳以上」に引き下げられ

た。 

以上のように、18 歳選挙権導入に至るまでの 10

年ほどの政治過程においては、常に国民投票の投票

権年齢をめぐる議論が先行し、それに追随する形で

選挙権年齢の引き下げが検討課題とされてきたこと

が分かる。それはすなわち、18歳選挙権が実現した

政治的背景としては、国民投票法の成立や同法の改

正時において、憲法改正国民投票を実施するための

環境整備を急ぎたい安倍政権の思惑も多分に関係し

ており、与野党双方における政治的意図の相互作用

の結果として、選挙権年齢引き下げの下地が作られ

たとも言える。 

ただ、選挙権年齢引き下げに至る直接的な契機は

何であれ、これにより日本も「世界標準」である選

挙権年齢に合わせる形となった。那須（2015）の調

査によると、199 の国・地域の議会（二院制採用国の

下院と一院制採用国の議会）の選挙権年齢に関して、

約 9 割の 176 の国・地域において選挙権を 18 歳ま

で（16歳および 17歳を含む）に認めている（表 1 参

照）。また、OECD に加盟している 34か国では、韓国

を除き、我が国を含めた 33か国で 18 歳まで選挙権

を認めている。韓国の選挙権年齢が 20 歳以上から

19 歳以上になったのが 2005 年のことであるが、つ

前田涼太・塩沢健一：18歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識

まり我が国は、OECD 諸国の中では最後まで「20 歳以

上」を維持していたことになる。 

 

2. 18歳選挙権の導入前後における変化と課題 

18 歳選挙権の導入は、単に 18・19 歳の若者たち

が投票資格を得るということにとどまらず、子供や

若者を取り巻く政治的環境の変化をも促すことにつ

ながっている（塩沢,2018）。塩沢（2018）では具体

的に、①主権者教育の広まり②高校・大学等のキャ

ンパス内への期日前投票所の設置③「投票所に出入

し得る者」の改正、の 3 点を挙げており、このうち

③については次章で触れるが、①と②について、最

新の動向も踏まえてここで補足しておきた

い。 

まず主権者教育については、高校 3年生が

有権者に含まれる状況が現実のものとなっ

たことで、教育現場における実施の動きが急

速に広まり、またその後も維持されている。

総務省が実施した「主権者教育等に関する調

査 3」によれば、選挙出前授業を実施した選

挙管理委員会は、改正公選法が成立した 2015

年度には 655 団体で、前年度の 215 件 4と比

べて約 3倍と急増している。18・19歳が初め

て選挙に参加した 2016 年度は 894 団体とさ

らに増加し、翌 2017 年度は、12 月末日まで

の実績と 1月から 3月までの見込みで 800団

体（最終的な実績はさらに多いと予想される）

で、やはり 2015 年度と比べると増加している（図 1

参照）。 

また各種学校の中でも、高等学校 5 における選挙

出前授業の実施学校数は突出して多い。前出の調査

によれば、出前授業を実施した高校は 2015 年度が

1,652 校で、前年度の 70 校 6と比べ 20 倍以上の急

激な伸びを示している。その後も 2016 年度が 1,888

校、2017 年度が 1月から 3月までの見込みも含めて

1,496 校（最終的な実績はさらに多いと予想される）

となっており、小学校や中学校などと比較しても急

増していることが分かる（図 2参照）。 

選挙権年齢 国数 代表的な国

21 歳以上 8 か国 シンガポール、マレーシア等

20 歳以上 4 か国 台湾、カメルーン等

19 歳以上 1 か国 韓国

18 歳以上 167 か国 米国、英国、ドイツ、ロシア等

17 歳以上 3 か国 インドネシア、北朝鮮等

16 歳以上 6 か国 アルゼンチン、オーストリア等

不明・その他 10 か国

表１ 世界の選挙権年齢の現状［那須（2015）をもとに前田が作成］ 

※原典の一覧表には調査時期は明記されていないが、2015 年 11 月時

点でのデータと思われる。日本については「18 歳以上」に含まれ

ている。
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考察を加える。本稿の原典となる前田の卒業論文で

は、より多岐にわたって考察を行っているが、本稿

では、前述の「住民票の異動」問題とより深く関連

すると思われる項目に絞って、論じることとしたい。 

 

Ⅱ．18 歳選挙権導入の背景・効果・課題 
2016 年 6 月 19 日に改正公職選挙法が施行され、

71 年ぶりに選挙権年齢が拡大された。本章では、選

挙権年齢引き下げに至る政治的背景について若干の

整理を加え、諸外国の選挙権年齢の現状についても

簡単に触れたのち、18 歳選挙権導入をはじめとする

制度改正がいかなる効果をもたらしつつあるかを、

塩沢（2018）を踏まえつつ概観しておきたい。 

 

1. 18 歳選挙権導入をめぐる政治的背景 

2000 年代前半に我が国では「平成の大合併」の急

速な進行とともに、合併の是非を住民投票にかける

動きも加速度的に広まり、その中で、普段の選挙で

は投票資格のない未成年者に投票権を与えるケース

も数多く見られた 1。中学生にまで投票資格を付与

した長野県平谷村の住民投票など、全国的に大きな

注目を集めた事例もいくつかあったが、それらの地

方レベルにおける動きは、即座に国政レベルまで波

及したわけではなかった。 

選挙権年齢引き下げが国会で本格的に議論され始

める契機となったのは、2007 年に可決された「日本

国憲法の改正手続きに関する法律（憲法改正国民投

票法）」である 2（林,2016,44）。同法では第 3条にお

いて、投票資格者を「日本国民で年齢満十八年以上

の者」としている。国民投票の投票権年齢が 18 歳以

上とされた背景には、同法の制定を目指した当時の

第 1 次安倍政権にとって、野党第 1 党である民主党

の協力が不可欠だったことがある。当初、与党案で

は投票権年齢を 20歳以上とする方針であったが、改

憲の発議要件である 3分の 2を参議院では確保でき

ておらず、民主党の協力なしには実質的に改憲議論

に入ることは困難だったことから、「18 歳以上」を

強く主張していた民主党案に歩み寄る形をとったた

めである。 

一方で、国民投票法の附則第 3 条では、法施行（公

布の 3 年後にあたる 2010 年 5 月）までの間に公選

法における選挙権年齢の規定などについて検討を加

え、必要な法制上の措置を講ずることを求めるとと

もに、公選法改正や成年年齢をめぐる民法改正等が

なされるまでの間は投票権年齢を「満二十年以上」

とするとしていた。しかしながら、法案成立後の与

野党協議は足踏みを続け、2009 年総選挙を経て誕生

した民主党政権も、成年・未成年をめぐる法令の見

直し作業が膨大となることから二の足を踏み、その

まま 3年間の経過措置期間も過ぎていった。つまり、

国民投票法の施行後も、投票権年齢は実質的に「20

歳以上」の状態が続くこととなった。 

その後、2012 年末に自民党が政権復帰を果たすと、

国民投票法の改正議論が活発化することとなる。同

法附則が求めた成年年齢や選挙権年齢の引き下げに

は時間がかかることから、この附則を先に改正し、

国民投票の投票権を 18歳以上とすることを自民・公

明両党は優先させた（『朝日新聞』夕刊 2013 年 9 月

25 日）。自民党内には根強い反対も一部であったも

のの、2014 年 6月に改正国民投票法が成立・施行と

なり、投票権年齢については新たに 4 年間の経過措

置期間が設けられることとなった。 

それを受けて、すぐさま国会では超党派による「選

挙権年齢に関するプロジェクトチーム」が発足し、

2014 年 11 月、選挙権年齢の引き下げ等を盛り込ん

だ公選法改正案を衆議院に提出した。このときは衆

議院の解散に伴い廃案となったが、解散総選挙の後、

2015 年 3月に同内容の改正案を再提出し、同年 6 月

に成立、翌年 6 月に施行された。また、前述の改正

国民投票法の附則により、国民投票の投票権年齢も

2018 年 6月から正式に「18歳以上」に引き下げられ

た。 

以上のように、18 歳選挙権導入に至るまでの 10

年ほどの政治過程においては、常に国民投票の投票

権年齢をめぐる議論が先行し、それに追随する形で

選挙権年齢の引き下げが検討課題とされてきたこと

が分かる。それはすなわち、18 歳選挙権が実現した

政治的背景としては、国民投票法の成立や同法の改

正時において、憲法改正国民投票を実施するための

環境整備を急ぎたい安倍政権の思惑も多分に関係し

ており、与野党双方における政治的意図の相互作用

の結果として、選挙権年齢引き下げの下地が作られ

たとも言える。 

ただ、選挙権年齢引き下げに至る直接的な契機は

何であれ、これにより日本も「世界標準」である選

挙権年齢に合わせる形となった。那須（2015）の調

査によると、199 の国・地域の議会（二院制採用国の

下院と一院制採用国の議会）の選挙権年齢に関して、

約 9 割の 176 の国・地域において選挙権を 18 歳ま

で（16 歳および 17歳を含む）に認めている（表 1 参

照）。また、OECD に加盟している 34 か国では、韓国

を除き、我が国を含めた 33 か国で 18歳まで選挙権

を認めている。韓国の選挙権年齢が 20 歳以上から

19 歳以上になったのが 2005 年のことであるが、つ
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まり我が国は、OECD 諸国の中では最後まで「20 歳以

上」を維持していたことになる。 

 

2. 18歳選挙権の導入前後における変化と課題 

18 歳選挙権の導入は、単に 18・19 歳の若者たち

が投票資格を得るということにとどまらず、子供や

若者を取り巻く政治的環境の変化をも促すことにつ

ながっている（塩沢,2018）。塩沢（2018）では具体

的に、①主権者教育の広まり②高校・大学等のキャ

ンパス内への期日前投票所の設置③「投票所に出入

し得る者」の改正、の 3 点を挙げており、このうち

③については次章で触れるが、①と②について、最

新の動向も踏まえてここで補足しておきた

い。 

まず主権者教育については、高校 3年生が

有権者に含まれる状況が現実のものとなっ

たことで、教育現場における実施の動きが急

速に広まり、またその後も維持されている。

総務省が実施した「主権者教育等に関する調

査 3」によれば、選挙出前授業を実施した選

挙管理委員会は、改正公選法が成立した 2015

年度には 655 団体で、前年度の 215 件 4と比

べて約 3倍と急増している。18・19歳が初め

て選挙に参加した 2016 年度は 894 団体とさ

らに増加し、翌 2017 年度は、12 月末日まで

の実績と 1月から 3月までの見込みで 800団

体（最終的な実績はさらに多いと予想される）

で、やはり 2015 年度と比べると増加している（図 1

参照）。 

また各種学校の中でも、高等学校 5 における選挙

出前授業の実施学校数は突出して多い。前出の調査

によれば、出前授業を実施した高校は 2015 年度が

1,652 校で、前年度の 70 校 6と比べ 20 倍以上の急

激な伸びを示している。その後も 2016 年度が 1,888

校、2017 年度が 1月から 3月までの見込みも含めて

1,496 校（最終的な実績はさらに多いと予想される）

となっており、小学校や中学校などと比較しても急

増していることが分かる（図 2参照）。 

選挙権年齢 国数 代表的な国

21 歳以上 8 か国 シンガポール、マレーシア等

20 歳以上 4 か国 台湾、カメルーン等

19 歳以上 1 か国 韓国

18 歳以上 167 か国 米国、英国、ドイツ、ロシア等

17 歳以上 3 か国 インドネシア、北朝鮮等

16 歳以上 6 か国 アルゼンチン、オーストリア等

不明・その他 10 か国

表１ 世界の選挙権年齢の現状［那須（2015）をもとに前田が作成］ 

※原典の一覧表には調査時期は明記されていないが、2015 年 11 月時

点でのデータと思われる。日本については「18 歳以上」に含まれ

ている。
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各種選挙に際して、高校・大学等のキャンパス内

に期日前投票所を設置する動きも主権者教育と同様、

急速な広まりを見せている。2013 年の参院選で愛媛

県の松山大学に設置されたのを皮切りに、2015 年の

統一地方選では全国 12 の大学で、また 18 歳選挙権

が初めて施行された 2016 年の参院選では、大学等

（大学と短大、工業高等専門学校）で 98 ヵ所（『読

売新聞』2016 年 6 月 30 日）、高校では同年 6 月 20

日現在で 20 ヵ所にそれぞれ期日前投票所が設けら

れ、地方都市に所在する大学や高校を中心として、

キャンパス内での投票所設置という試みは急拡大し

ている（塩沢,2018）。 

2017 年の衆院選時に関しては、期日前投票所を設

置した学校数の詳細は不明だが、新たな設置の動き

は各地域でさらに進行しているようである。一例を

挙げると、前年の参院選で県内 3 市の 5つの高校で

投票所を設けた長崎県では、衆院選の際には 6 市町

の 13 高校で期日前投票所が設置された（『毎日新聞』

長崎版 2017 年 10 月 11 日）。この衆院選は投票時期

が 10 月だったため、投票資格を持つ高校 3 年生の

割合は参院選と比べて多くなり、高校での投票所設

置はさらに増加したことが予想される 7。 

一方で、主権者教育にしても期日前投票所の設置

にしても、前もって日程が決まっている参院選と、

いつ解散があるか分からない衆院選では、準備のし

やすさという点でどうしても違いが出てくる面もあ

る。例えば鳥取県内の各高校では、急な解散総選挙

の中でも、各校独自の取り組みでアンケートを企画

したり主権者教育の時間を新たに設けたりする動き

もあったようだが、県や市の選管による出前授業に

関しては、選管側が選挙事務を優先せざるを得ず、

元々予定していた授業を中止・延期したり、新たな

依頼の受付を断念したりしたケースもあったとのこ

とである（『日本海新聞』2017 年 10月 12 日）。また、

期日前投票所の設置に関しても、急な解散のため準

備が間に合わなかった地域もある。例えば、山口大

学と山口県立大学で参院選などでは投票所を設けて

きた山口市は、衆院選では設置を見送っており、ま

た長崎県内でも、参院選では 3 校で投票所を設けた

ものの、衆院選では「準備が追いつかない」（佐世保

市選管）として、長崎大学のみの設置にとどまった

（『毎日新聞』2017 年 10 月 4 日）。 

以上のように、同じ国政選挙であっても解散の有

無が一因となって、若い有権者の参画を促すための

活動量に差が生じてしまう可能性があるのが現状で

あり、18・19 歳が初めて投票参加した参院選では、

投票時期があらかじめ確定しており、早い段階から

計画的に周知・啓発等の活動を行えたことも、盛り

上がりを見せたひとつの要因と言えるだろう。ただ、

政権選択選挙となる衆院選でこそ、より一層の若者

の参画を求めたいところであり、また何より、選挙

直前の時期における周知や啓発こそが最も効果的で
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ある。急な解散があっても可能な範囲で一定の対応

ができるような体制づくりが、各自治体や教育現場

には求められるだろう 8。 

ただ、主権者教育や投票環境の整備などが重要で

あることは論をまたないが、それ以前の問題として

指摘しておかねばならないのは、本稿冒頭でも触れ

た若い世代の「住民票の異動」の問題である。詳細

には次章以降で分析を行うこととするが、とりわけ

大学生世代の投票率の伸び悩みは、一概に彼らの「関

心度の低さ」を表しているわけではなく、関心はあ

っても「住民票がないから投票しない（できない）」

学生が少なからずいることが考えられる。そうした

現実的側面も考慮したうえで、住民票の異動を促す

こともさることながら、不在者投票の利便性を高め

るなどの形で、学生の投票環境を改善する取り組み

も同時に求められる 9。 

 

Ⅲ．世論調査から見る「18 歳選挙権」 
ここまでの議論も踏まえつつ本章では、NHK と明

るい選挙推進協会（以下、明推協）が 2016 年の参院

選前後に実施した以下の世論調査・意識調査を用い

て、今日の 18 歳・19 歳をはじめとする若年層の政

治や選挙に関する考え方、捉え方などについて傾向

や変化等を整理する。各調査データはそれぞれ、サ

ンプル数や回答率、調査対象としている年齢層や調

査方法などが少しずつ異なるため、単純に同一視す

ることはできない。しかしながら、各調査において

類似の質問項目を多く含んでいるため、複数の調査

データで相互補完することにより、選挙権年齢の引

き下げ前後における、18 歳・19 歳をはじめとした若

い世代の意識や投票参加の傾向を掴むうえで有益な

分析が可能になると思われる。 

なお、本章で用いる調査データについて表中に記

載する際には、下記丸囲みの番号・調査年月・調査

実施機関・設問番号のみを明記し、回答比率の表記

方法についてはすべて小数点以下を四捨五入する。 

 

世論調査概要 

（※②以外については、2019年 1月 22日最終確認） 

 

①明るい選挙推進協会 「18 歳選挙権認知度調査」  

 調査期間  2015 年 6月 19日～6月 23日 

 調査方法  インターネット調査 

  調査対象  全国の 15 歳（中学生は含まない）

～24 歳の男女 

 調査対象者数  3000 人 

 

URL：

http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project

/066search/5444 

 

②NHK 「政治と社会に関する若者意識調査」 

 調査期間  2015 年 11 月 4日～12 月 10 日 

 調査方法  郵送調査法 

 調査対象  全国の 18歳、19 歳の国民 

       ※2016 年 6 月時点 

  調査対象者数  住民基本台帳から層化無作為

2段抽出  

3000人（12 人×250 地点） 

 有効回答数(率)  1813 人（60.4％） 

URL：http://www.nhk.or.jp/d-

navi/link/18survey/index3.html 

（※現在閲覧不可［最終閲覧日 2016/7/20］） 

 

③明るい選挙推進協会 「新有権者等若年層の政

治選挙に関する意識調査（参院選前調査）」 

 調査期間  2016 年 6月 15日～6月 20日 

 調査方法  インターネット調査 

  調査対象  全国の 15 歳（中学生は含まない）

～24歳の男女 

 調査対象者数  3000 人 

URL：

http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project

/066search/6720 

 

④明るい選挙推進協会 「新有権者等若年層の参

院選投票日後の意識調査について」 

 調査期間  2016 年 7月 11日～7月 14日 

 調査方法  インターネット調査 

 調査対象  全国の 18歳から 24 歳の男女 

 調査対象者数  1900 人 

URL：

http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project

/066search/6720/ 

 

⑤NHK 「参院選後の政治意識・2016（2）」 

 調査期間  2016 年 9月 1 日～10 月 20日 

 調査方法  郵送調査法 

 調査対象  〔1〕全国の 18歳、19 歳の国民  

       〔2〕全国の 18歳以上の国民 

        ※共に 2016 年 6月末時点 

  調査対象者数  住民基本台帳からの層化無作

為 2段抽出 
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各種選挙に際して、高校・大学等のキャンパス内

に期日前投票所を設置する動きも主権者教育と同様、

急速な広まりを見せている。2013 年の参院選で愛媛

県の松山大学に設置されたのを皮切りに、2015 年の

統一地方選では全国 12の大学で、また 18 歳選挙権

が初めて施行された 2016 年の参院選では、大学等

（大学と短大、工業高等専門学校）で 98 ヵ所（『読

売新聞』2016 年 6 月 30 日）、高校では同年 6 月 20

日現在で 20 ヵ所にそれぞれ期日前投票所が設けら

れ、地方都市に所在する大学や高校を中心として、

キャンパス内での投票所設置という試みは急拡大し

ている（塩沢,2018）。 

2017 年の衆院選時に関しては、期日前投票所を設

置した学校数の詳細は不明だが、新たな設置の動き

は各地域でさらに進行しているようである。一例を

挙げると、前年の参院選で県内 3 市の 5つの高校で

投票所を設けた長崎県では、衆院選の際には 6 市町

の 13 高校で期日前投票所が設置された（『毎日新聞』

長崎版 2017 年 10 月 11 日）。この衆院選は投票時期

が 10 月だったため、投票資格を持つ高校 3 年生の

割合は参院選と比べて多くなり、高校での投票所設

置はさらに増加したことが予想される 7。 

一方で、主権者教育にしても期日前投票所の設置

にしても、前もって日程が決まっている参院選と、

いつ解散があるか分からない衆院選では、準備のし

やすさという点でどうしても違いが出てくる面もあ

る。例えば鳥取県内の各高校では、急な解散総選挙

の中でも、各校独自の取り組みでアンケートを企画

したり主権者教育の時間を新たに設けたりする動き

もあったようだが、県や市の選管による出前授業に

関しては、選管側が選挙事務を優先せざるを得ず、

元々予定していた授業を中止・延期したり、新たな

依頼の受付を断念したりしたケースもあったとのこ

とである（『日本海新聞』2017 年 10 月 12 日）。また、

期日前投票所の設置に関しても、急な解散のため準

備が間に合わなかった地域もある。例えば、山口大

学と山口県立大学で参院選などでは投票所を設けて

きた山口市は、衆院選では設置を見送っており、ま

た長崎県内でも、参院選では 3 校で投票所を設けた

ものの、衆院選では「準備が追いつかない」（佐世保

市選管）として、長崎大学のみの設置にとどまった

（『毎日新聞』2017 年 10 月 4 日）。 

以上のように、同じ国政選挙であっても解散の有

無が一因となって、若い有権者の参画を促すための

活動量に差が生じてしまう可能性があるのが現状で

あり、18・19 歳が初めて投票参加した参院選では、

投票時期があらかじめ確定しており、早い段階から

計画的に周知・啓発等の活動を行えたことも、盛り

上がりを見せたひとつの要因と言えるだろう。ただ、

政権選択選挙となる衆院選でこそ、より一層の若者

の参画を求めたいところであり、また何より、選挙

直前の時期における周知や啓発こそが最も効果的で
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ある。急な解散があっても可能な範囲で一定の対応

ができるような体制づくりが、各自治体や教育現場

には求められるだろう 8。 

ただ、主権者教育や投票環境の整備などが重要で

あることは論をまたないが、それ以前の問題として

指摘しておかねばならないのは、本稿冒頭でも触れ

た若い世代の「住民票の異動」の問題である。詳細

には次章以降で分析を行うこととするが、とりわけ

大学生世代の投票率の伸び悩みは、一概に彼らの「関

心度の低さ」を表しているわけではなく、関心はあ

っても「住民票がないから投票しない（できない）」

学生が少なからずいることが考えられる。そうした

現実的側面も考慮したうえで、住民票の異動を促す

こともさることながら、不在者投票の利便性を高め

るなどの形で、学生の投票環境を改善する取り組み

も同時に求められる 9。 

 

Ⅲ．世論調査から見る「18歳選挙権」 
ここまでの議論も踏まえつつ本章では、NHK と明

るい選挙推進協会（以下、明推協）が 2016 年の参院

選前後に実施した以下の世論調査・意識調査を用い

て、今日の 18 歳・19 歳をはじめとする若年層の政

治や選挙に関する考え方、捉え方などについて傾向

や変化等を整理する。各調査データはそれぞれ、サ

ンプル数や回答率、調査対象としている年齢層や調

査方法などが少しずつ異なるため、単純に同一視す

ることはできない。しかしながら、各調査において

類似の質問項目を多く含んでいるため、複数の調査

データで相互補完することにより、選挙権年齢の引

き下げ前後における、18歳・19歳をはじめとした若

い世代の意識や投票参加の傾向を掴むうえで有益な

分析が可能になると思われる。 

なお、本章で用いる調査データについて表中に記

載する際には、下記丸囲みの番号・調査年月・調査

実施機関・設問番号のみを明記し、回答比率の表記

方法についてはすべて小数点以下を四捨五入する。 

 

世論調査概要 

（※②以外については、2019年 1月 22日最終確認） 

 

①明るい選挙推進協会 「18歳選挙権認知度調査」  

 調査期間  2015 年 6月 19日～6月 23日 

 調査方法  インターネット調査 

  調査対象  全国の 15 歳（中学生は含まない）

～24歳の男女 

 調査対象者数  3000 人 

 

URL：

http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project

/066search/5444 

 

②NHK 「政治と社会に関する若者意識調査」 

 調査期間  2015 年 11 月 4日～12月 10日 

 調査方法  郵送調査法 

 調査対象  全国の 18歳、19歳の国民 

       ※2016 年 6 月時点 

  調査対象者数  住民基本台帳から層化無作為

2段抽出  

3000人（12人×250 地点） 

 有効回答数(率)  1813 人（60.4％） 

URL：http://www.nhk.or.jp/d-

navi/link/18survey/index3.html 

（※現在閲覧不可［最終閲覧日 2016/7/20］） 

 

③明るい選挙推進協会 「新有権者等若年層の政

治選挙に関する意識調査（参院選前調査）」 

 調査期間  2016 年 6月 15日～6月 20 日 

 調査方法  インターネット調査 

  調査対象  全国の 15 歳（中学生は含まない）

～24歳の男女 

 調査対象者数  3000 人 

URL：

http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project

/066search/6720 

 

④明るい選挙推進協会 「新有権者等若年層の参

院選投票日後の意識調査について」 

 調査期間  2016 年 7月 11日～7月 14 日 

 調査方法  インターネット調査 

 調査対象  全国の 18歳から 24歳の男女 

 調査対象者数  1900 人 

URL：

http://www.akaruisenkyo.or.jp/060project

/066search/6720/ 

 

⑤NHK 「参院選後の政治意識・2016（2）」 

 調査期間  2016 年 9月 1 日～10月 20 日 

 調査方法  郵送調査法 

 調査対象  〔1〕全国の 18歳、19歳の国民  

       〔2〕全国の 18歳以上の国民 

        ※共に 2016 年 6月末時点 

  調査対象者数  住民基本台帳からの層化無作

為 2段抽出 
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       〔1〕1200 人（12 人×100 地点） 

       〔2〕1200 人（6 人×200 地点） 

 有効回答数（率） 〔1〕655 人（54.6％） 

           〔2〕761 人（63.4％） 

URL：

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yo

ron/20170401_8.html 

 

1.「18歳選挙権」に対する賛否 

林（2016）によると、1960 年～70 年代にかけて世

界各国が選挙権年齢を相次いで引き下げた時期に、

日本でも選挙権年齢の引き下げに関する議論が行わ

れたことがあった。その際、当時の自治省が 1971 年

に実施した「政治意識に関する世論調査」では、引

き下げの是非に関する設問も設けられたが、「『選挙

権を持つ年齢を、18 歳に引き下げよう』という意見

がありますが、あなたはこれに賛成ですか、反対で

すか」という設問を設けたところ、16～19 歳の回答

では「賛成」が 33.8％、「反対」が 44.0％、成人の

回答では「賛成」が 22.0％、「反対」が 60.2％とい

う結果になり、反対意見が多かった 10。では 18 歳選

挙権導入の前後において、若い有権者はどのように

考えていたのだろうか。自治省の調査結果も踏まえ

て見ていきたい（表 2参照）。 

①の明推協調査では、「あなたは選挙権年齢が『18

歳以上』に引き下げられたことに、賛成ですか、反

対ですか。」という質問に対し、「賛成」が約 47%、

「反対」が約 20%、「わからない」が約 33%という回

答結果である。 

②の NHK 調査では、「あなたは、18歳・19歳も投

票できるようになることを、どう思いますか。次の

中から 1つだけ〇をつけてください。」という質問に

対し、「(とても＋まあ)よいことだ」が約 69%を占め

る回答結果となっている。 

③の明推協調査では、「昨年、選挙権年齢がこれま

での『20歳以上』から『18 歳以上』に引き下げられ

ました。来月 7 月 10 日に行われる参議院選挙から

18歳、19歳の人も投票できるようになります。あな

たは、このことをどう思いますか。」という質問に対

し、「(どちらかといえばを含む)良かった」が約 47%

という回答結果であり、「(どちらかといえばを含む)

良くなかった」の約 20%を上回る回答結果となって

いる。 

⑤の NHK 調査では、「あなたは、18歳・19歳も投

票できるようになったことを、どう思いますか。次

の中から 1 つだけ〇をつけてください。」という質問

に対し、「(とても＋まあ)良いことだ」が約 79%を占

める回答結果である。 

先述の自治省による調査にあるように、世界各国

で相次いで選挙権年齢が引き下げられた当時は反対

が多数派だったが、18歳選挙権が導入された前後の

時期においては、いずれの調査でも賛成意見が多い。

特に NHK が行った参院選後の調査では賛成意見の合

計が約 8 割と非常に高く、概ね同じ条件で比較可能

な 2つの NHK 調査（②と⑤）で見ても、実際に 18・

19歳が投票参加した参院選を経て、彼らの肯定的な

評価は確実に高まっていると言える。明推協による

2つの調査（①と③）では、「わからない」がいずれ

も全体の 3 分の 1を占めているため単純に比較はで

きないが、それでもなお NHK 調査と同様に肯定的な

意見が多いことがわかる。 

 

2.若年層における参院選前の投票参加意向 

②の NHK 調査と③の明推協調査では、来たる参
院選における投票参加意向についての質問をしてい

る（表 3参照）。
②の NHK調査では、「あなたは、来年夏の参議院

選挙で投票に行きますか。」という質問に対し、「必

ず行く」+「行くつもりでいる」が約 6割を占めると
いう回答結果である。

①

2015 年 6 月
明推協

問 5

②

2015 年   

11 月～12 月
NHK

  問 23

③

2016 年 6 月
明推協

問 4

⑤

2016 年  

9 月～10 月
NHK 

問 29

(比較)

1971 年

自治省(16~19 歳)

とても良いことだ
47%

18% 19% 27%
34%

まあ良いことだ 51% 28% 52%

あまり良いことではない
20%

27% 12% 16%
44%

まったく良いことではない 4% 8% 3%

分からない／無回答 33% 33% 3% 22%

表２ 18 歳選挙権に対する賛否 
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③の明推協調査では、「あなたは、７月 10 日（日）
に行われる参議院選挙に行きますか（期日前投票も

含みます）。現時点のお考えをお答えください。」と

いう質問に対し、「（たぶんを含む）行く」という回

答が約 6割を占めるという回答結果である。
選択肢や調査対象が異なることに加え、このよう

な世論調査では政治的関心の高い人ほど調査に対し

ても協力的なので、調査結果に表れる投票参加意欲

は実際の投票率よりも一般的に高くなる。それらの

点には注意が必要だが、ただ、③の明推協調査に着

目すると、興味深い結果も見られる。明推協調査で

は 18・19歳と 20～24 歳の比較データが示されてお
り、「行く」と「たぶん行くと思う」の合計で見ると、

18・19 歳の投票参加意向が 20歳～24歳をわずかに
4 ポイントほどではあるが上回っている。本稿の冒
頭にも示したように、実際の参院選でも 10 代の投票
率は 20 代を上回っており、そうした実際の傾向と合
致する回答結果と言える。

3.参院選での投票理由・棄権理由

参院選後に行われた④の明推協調査と⑤の NHK 調

査を用いて、参院選での投票理由と棄権理由につい

て整理する。なお、各調査において「投票した」と

回答した割合は、④の明推協調査が約 54％、⑤の NHK

調査が 18・19 歳で約 60％となっている。 

（１）参院選での投票理由

④の明推協調査、⑤の NHK 調査ともに参院選で
「投票に行った」と回答した人に対して、その理由

を質問している。（データの詳細は割愛する。）

④の明推協調査では、「あなたが投票に行ったのは

どういう気持ちからですか。（複数回答）」という質

問に対し、全体では「投票するのは国民の義務だか

ら」が最も多く約 43％、次いで「政治をよくするた
めには、投票することが大事だから」が約 41％、「選
挙に行った方がなんとなくいいと思ったから」が約

32％という回答結果になっている。一方、18・19 歳
では「選挙権年齢引き下げ後に初めて行われた国政

選挙だったから」が 18歳で約 39％、19 歳で約 45％
と 20 歳以上に比べて特に高い。また、「若い人の声
を政治に届けたかったから」は年齢が上がるごとに

選択する割合が低下し、逆に「投票するのは国民の

義務だから」は年齢の上昇とともに選択割合が増え

ていく。

⑤の NHK調査では、「投票に行った最も大きな理
由を次の中から 1つだけ〇をつけてください。」とい
う質問に対し、18・19 歳では「18 歳、19 歳が選挙
権を得たのに触発されたから」が最も多く約 27％、
次いで「投票に行くことにしているから」が約 12％
という回答結果である。一方で、20 歳以上では「選
挙に自分の一票を生かしたかったから」が最多で約

28%、次いで「投票には行くことにしているから」が
約 22％という回答結果である。

（２）参院選での棄権理由

④の明推協調査、⑤の NHK調査ともに「参院選で
投票に行かなかった」と回答した人に対して、投票

しなかった理由について質問をしている（表 4 参照）。
④の明推協調査では、「投票に行かなかったのは、

なぜですか。次の中からあなたの考えに近いものを

いくつでも選んでください（複数回答）」という質問

に対し、全体では「面倒だったから」が最も多く約

29%、次いで「選挙にあまり関心がなかったから」が
約 26%、「現在の居住地で、投票ができなかったから」
が約 23%という回答結果となっている。特に 18 歳、
19 歳では「現在の居住地で、投票ができなかったか
ら」がそれぞれ約 30%、約 29%と各選択肢の中で最
も高い。現住地で投票できなかったことを理由に挙

げる回答は、20 歳でも最多、21 歳においても 3 番目
に高くなるなど、大学生世代における「住民票の異

動」の問題が、この世代における投票参加の動向に

顕著に影響していることが分かる。また、「私一人の

投票の有無で世の中は変わらないと思ったから」は、

③

2016 年 6 月
明推協

問 14

(2137 人※ )

③

(比較)

18・19 歳

行く 31％ 28％

たぶん行くと思う 31％ 37％

たぶん行かないと思う 23％ 20％

行かない 15％ 15％

②

2015 年
11 月～12 月

NHK

問 24

必ず行く 22％

行くつもりでいる 38％

行くかどうかわからない 30％

行かない 9％

※③7月 11 日時点で 18 歳以上の人数。

表３ 参院選前の投票参加意向 
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       〔1〕1200 人（12 人×100 地点） 

       〔2〕1200 人（6 人×200 地点） 

 有効回答数（率） 〔1〕655 人（54.6％） 

           〔2〕761 人（63.4％） 

URL：

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yo

ron/20170401_8.html 

 

1.「18 歳選挙権」に対する賛否 

林（2016）によると、1960 年～70 年代にかけて世

界各国が選挙権年齢を相次いで引き下げた時期に、

日本でも選挙権年齢の引き下げに関する議論が行わ

れたことがあった。その際、当時の自治省が 1971 年

に実施した「政治意識に関する世論調査」では、引

き下げの是非に関する設問も設けられたが、「『選挙

権を持つ年齢を、18 歳に引き下げよう』という意見

がありますが、あなたはこれに賛成ですか、反対で

すか」という設問を設けたところ、16～19 歳の回答

では「賛成」が 33.8％、「反対」が 44.0％、成人の

回答では「賛成」が 22.0％、「反対」が 60.2％とい

う結果になり、反対意見が多かった 10。では 18 歳選

挙権導入の前後において、若い有権者はどのように

考えていたのだろうか。自治省の調査結果も踏まえ

て見ていきたい（表 2 参照）。 

①の明推協調査では、「あなたは選挙権年齢が『18

歳以上』に引き下げられたことに、賛成ですか、反

対ですか。」という質問に対し、「賛成」が約 47%、

「反対」が約 20%、「わからない」が約 33%という回

答結果である。 

②の NHK 調査では、「あなたは、18 歳・19歳も投

票できるようになることを、どう思いますか。次の

中から 1つだけ〇をつけてください。」という質問に

対し、「(とても＋まあ)よいことだ」が約 69%を占め

る回答結果となっている。 

③の明推協調査では、「昨年、選挙権年齢がこれま

での『20 歳以上』から『18 歳以上』に引き下げられ

ました。来月 7 月 10 日に行われる参議院選挙から

18 歳、19 歳の人も投票できるようになります。あな

たは、このことをどう思いますか。」という質問に対

し、「(どちらかといえばを含む)良かった」が約 47%

という回答結果であり、「(どちらかといえばを含む)

良くなかった」の約 20%を上回る回答結果となって

いる。 

⑤の NHK 調査では、「あなたは、18 歳・19歳も投

票できるようになったことを、どう思いますか。次

の中から 1 つだけ〇をつけてください。」という質問

に対し、「(とても＋まあ)良いことだ」が約 79%を占

める回答結果である。 

先述の自治省による調査にあるように、世界各国

で相次いで選挙権年齢が引き下げられた当時は反対

が多数派だったが、18 歳選挙権が導入された前後の

時期においては、いずれの調査でも賛成意見が多い。

特に NHK が行った参院選後の調査では賛成意見の合

計が約 8 割と非常に高く、概ね同じ条件で比較可能

な 2つの NHK 調査（②と⑤）で見ても、実際に 18・

19 歳が投票参加した参院選を経て、彼らの肯定的な

評価は確実に高まっていると言える。明推協による

2つの調査（①と③）では、「わからない」がいずれ

も全体の 3 分の 1を占めているため単純に比較はで

きないが、それでもなお NHK 調査と同様に肯定的な

意見が多いことがわかる。 

 

2.若年層における参院選前の投票参加意向 

②の NHK 調査と③の明推協調査では、来たる参
院選における投票参加意向についての質問をしてい

る（表 3 参照）。
②の NHK調査では、「あなたは、来年夏の参議院

選挙で投票に行きますか。」という質問に対し、「必

ず行く」+「行くつもりでいる」が約 6割を占めると
いう回答結果である。

①

2015 年 6 月
明推協

問 5

②

2015 年   

11 月～12 月
NHK

  問 23

③

2016 年 6 月
明推協

問 4

⑤

2016 年  

9 月～10 月
NHK 

問 29

(比較)

1971 年

自治省(16~19 歳)

とても良いことだ
47%

18% 19% 27%
34%

まあ良いことだ 51% 28% 52%

あまり良いことではない
20%

27% 12% 16%
44%

まったく良いことではない 4% 8% 3%

分からない／無回答 33% 33% 3% 22%

表２ 18 歳選挙権に対する賛否 
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③の明推協調査では、「あなたは、７月 10 日（日）
に行われる参議院選挙に行きますか（期日前投票も

含みます）。現時点のお考えをお答えください。」と

いう質問に対し、「（たぶんを含む）行く」という回

答が約 6割を占めるという回答結果である。
選択肢や調査対象が異なることに加え、このよう

な世論調査では政治的関心の高い人ほど調査に対し

ても協力的なので、調査結果に表れる投票参加意欲

は実際の投票率よりも一般的に高くなる。それらの

点には注意が必要だが、ただ、③の明推協調査に着

目すると、興味深い結果も見られる。明推協調査で

は 18・19歳と 20～24歳の比較データが示されてお
り、「行く」と「たぶん行くと思う」の合計で見ると、

18・19 歳の投票参加意向が 20 歳～24歳をわずかに
4 ポイントほどではあるが上回っている。本稿の冒
頭にも示したように、実際の参院選でも 10 代の投票
率は 20 代を上回っており、そうした実際の傾向と合
致する回答結果と言える。

3.参院選での投票理由・棄権理由

参院選後に行われた④の明推協調査と⑤の NHK 調

査を用いて、参院選での投票理由と棄権理由につい

て整理する。なお、各調査において「投票した」と

回答した割合は、④の明推協調査が約 54％、⑤の NHK

調査が 18・19歳で約 60％となっている。 

（１）参院選での投票理由

④の明推協調査、⑤の NHK 調査ともに参院選で
「投票に行った」と回答した人に対して、その理由

を質問している。（データの詳細は割愛する。）

④の明推協調査では、「あなたが投票に行ったのは

どういう気持ちからですか。（複数回答）」という質

問に対し、全体では「投票するのは国民の義務だか

ら」が最も多く約 43％、次いで「政治をよくするた
めには、投票することが大事だから」が約 41％、「選
挙に行った方がなんとなくいいと思ったから」が約

32％という回答結果になっている。一方、18・19 歳
では「選挙権年齢引き下げ後に初めて行われた国政

選挙だったから」が 18歳で約 39％、19歳で約 45％
と 20 歳以上に比べて特に高い。また、「若い人の声
を政治に届けたかったから」は年齢が上がるごとに

選択する割合が低下し、逆に「投票するのは国民の

義務だから」は年齢の上昇とともに選択割合が増え

ていく。

⑤の NHK調査では、「投票に行った最も大きな理
由を次の中から 1つだけ〇をつけてください。」とい
う質問に対し、18・19 歳では「18 歳、19 歳が選挙
権を得たのに触発されたから」が最も多く約 27％、
次いで「投票に行くことにしているから」が約 12％
という回答結果である。一方で、20歳以上では「選
挙に自分の一票を生かしたかったから」が最多で約

28%、次いで「投票には行くことにしているから」が
約 22％という回答結果である。

（２）参院選での棄権理由

④の明推協調査、⑤の NHK調査ともに「参院選で
投票に行かなかった」と回答した人に対して、投票

しなかった理由について質問をしている（表 4 参照）。
④の明推協調査では、「投票に行かなかったのは、

なぜですか。次の中からあなたの考えに近いものを

いくつでも選んでください（複数回答）」という質問

に対し、全体では「面倒だったから」が最も多く約

29%、次いで「選挙にあまり関心がなかったから」が
約 26%、「現在の居住地で、投票ができなかったから」
が約 23%という回答結果となっている。特に 18 歳、
19歳では「現在の居住地で、投票ができなかったか
ら」がそれぞれ約 30%、約 29%と各選択肢の中で最
も高い。現住地で投票できなかったことを理由に挙

げる回答は、20歳でも最多、21歳においても 3 番目
に高くなるなど、大学生世代における「住民票の異

動」の問題が、この世代における投票参加の動向に

顕著に影響していることが分かる。また、「私一人の

投票の有無で世の中は変わらないと思ったから」は、

③

2016 年 6 月
明推協

問 14

(2137 人※ )

③

(比較)

18・19 歳

行く 31％ 28％

たぶん行くと思う 31％ 37％

たぶん行かないと思う 23％ 20％

行かない 15％ 15％

②

2015 年
11 月～12 月

NHK

問 24

必ず行く 22％

行くつもりでいる 38％

行くかどうかわからない 30％

行かない 9％

※③7月 11 日時点で 18 歳以上の人数。

表３ 参院選前の投票参加意向 
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18 歳から 22 歳にかけて年齢が上がるごとに選択割
合も上昇し、23・24歳においても約 2割が選択して
いる。つまり、この調査で見る限りでは、大学生世

代における政治的シニシズムはそれほど大きなもの

ではないが、同時に年齢の上昇とともに漸次的に強

まると言えそうである。

⑤の NHK調査では、「投票に行かなかった最も大
きな理由を次の中から 1 つだけ〇をつけてくださ
い。」という質問に対し、18・19歳では「投票に行く
時間がなかったから」が最も多く約 10%、次いで「住

民票を移していなかったから」が約 8%という回答
結果である。一方で、20歳以上では、「投票に行く時
間がなかったから」と「投票したい候補者や政党が

なかったから」が最も多く約 6%となっている。投票
に行った人を「非該当」として集計に含めているた

め、④の明推協調査よりも数値は低く出るが、非該

当を除くと「住民票を移していなかったから」の約

8%は、棄権者に占める割合としては 20～25％程度
に相当する計算になるため、④の明推協調査と比べ

ても特段大きな齟齬はない。

 
④ 2016 年 7 月 明推協 問 14 (809 人) 

全体  18 歳  19 歳  20 歳  21歳  22 歳  23 歳  24 歳  

どの政党や候補者に投票すべきかわからなかったから  19% 19% 18% 18% 16% 19% 23% 17% 

選挙結果の影響がどのようにもたらすか不明だったから  7% 9% 4% 5% 4% 8% 9% 9% 

現在の居住地で、投票ができなかったから  23% 30% 29% 31% 24% 18% 19% 14% 

私一人の投票の有無で世の中は変わらないと思ったから  16% 9% 12% 13% 14% 25% 19% 19% 

政治をわからない者は投票しない方がいいと思ったから  11% 11% 12% 11% 6% 11% 12% 13% 

今の政治を変える必要がないと思ったから  3% 2% 2% 3% 4% 1% 6% 2% 

選挙によって政治は良くならないと思ったから  13% 11% 13% 9% 13% 12% 16% 16% 

選挙にあまり関心がなかったから  26% 20% 26% 22% 27% 29% 30% 28% 

面倒だったから  29% 23% 23% 29% 28% 28% 34% 39% 

その他  14% 18% 17% 12% 13% 16% 9% 14% 

わからない  10% 9% 7% 6% 12% 11% 12% 10% 

 

⑤ 
2016 年 

9 月～10 月  
NHK 
問 23 

(246 人) 

⑤ 
(比較) 

20 歳以上  
(200 人) 

政治には関心がないから  3% 1% 
政治に失望したから  1% 2% 

政治についてよくわからないから  6% 2% 
今回の選挙に興味が持てなかったから  2% 3% 

自分一人が投票しなくても大勢には影響しないと

思ったから  
1% 2% 

投票したい候補者や政党がなかったから  2% 6% 
投票に行くのが面倒だったから  2% 2% 
投票に行く時間がなかったから  10% 6% 
身体の具合が悪かったから  1% 3% 

住民票を移していなかったから  8% 0% 
選挙権がなかったから  1% 0% 

その他  1% 0% 
無回答  1% 0% 

非該当(投票に行った) 62% 74% 
 

表４ 参院選での棄権理由 
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選択肢や調査対象等に違いがあるものの、18・19
歳が参院選で投票しなかった理由として特徴的なの

は、現在の居住地に住民票がなく投票できないと答

えた者が多いことである。NHK調査では学年別の回
答結果も示されているが、それによると、18 歳と 19
歳の中で「高校生」と「卒業 11」では、「住民票を移

していなかった」と答える人はほとんどいないが、

「大学 1 年生」「大学 2 年生」ではそれぞれ 11％、
13％と最も多くなる（河野・荒巻，2017）。すなわち、
18・19 歳の中でも大学生に特に多く当てはまる棄権
理由であると考えられる。

4.国政への関心度

③と④の明推協調査、および⑤の NHK 調査では
政治的関心について、「国の政治」「都道府県の政治」

「市区町村の政治」に分けてそれぞれ尋ねている。

本稿では、10代が投票参加した過去 2回の国政選挙
における投票率の分析を目的とすることから、「国の

政治」に対する関心度について整理する。上記のう

ち⑤の NHK調査では、18・19 歳と 20歳以上に分け
て比較が可能なため、両者のデータを示しながら比

較を行う（表 5 参照）。
③の明推協調査では、「あなたは、国や地方の政治

にどの程度関心がありますか。」という質問に対し、

国の政治に「（非常に＋ある程度）関心がある」が過

半数を超える約 52%という回答結果となっている。
④の明推協調査では、「あなたは、国や地方の政治

の動向にどの程度注目していますか。」という質問に

対し、国の政治に「（とても＋ときどき）注目してい

る」が過半数を超える約 52%となっている。
 ⑤の NHK調査では、「あなたは、お住まいの市区

町村の政治、都道府県の政治、それに国の政治につ

いて、どの程度関心がありますか。それぞれについ

て、1つだけ〇をつけてください。」という質問に対
し、18・19歳では国の政治に「（非常に＋ある程度）
関心がある」が過半数を超える 56%という回答結果

である。しかし、20 歳以上では「関心がある」の合
計は 77％で、これと比較すると、18・19 歳の国政へ
の関心度は相対的に低いということが分かる。

政治的関心を尋ねる質問においても、既述の投票

参加意向を尋ねる質問と同様に、調査そのものへの

関心の高さが回答結果に影響する可能性が多分にあ

る。その点には注意が必要となるものの、少なくと

も若者の国政に対する関心は必ずしも低いとは言い

切れない。ただ、参院選前と参院選後で国の政治へ

の関心度にはそれほど変化が見られず、18・19 歳が
投票資格を与えられた参院選の実施が、彼らの政治

的関心に即座に影響をもたらしたわけではないこと

も、NHK調査からは読み取れる。

5.主権者教育の受講状況

①と③と④の明推協調査、⑤の NHK 調査では学
校でどのような主権者教育を受けたことがあるのか

を尋ねるとともに、④の明推協調査では、それらが

参考になったかどうかについて調査を行っている

（表 6参照）。
①の明推協調査では、「（政治や選挙について）ど

のようなことを学びましたか。次の中からいくつで

も選んでください。（複数回答）」という質問に対し、

「国民主権や多数決などの民主主義の基本」が約

83％、「選挙区制や選挙権年齢などの選挙のしくみ」
が約 82％となるなど高い回答割合となった一方で、
「投票所における投票の方法」が約 25％、「実際の
選挙や架空の候補者による選挙での模擬投票」が約

9％にとどまるなど、現実の投票に関わる具体的な内
容については低調であった。

③の明推協調査では、「昨年、写真の社会科副読本

が、全国の高校で配布されました。18 歳選挙権に関
連して以下のことはあなたの高校でありましたか。」

という質問に対し、「学校で副読本が配布された」が

約 59％、「授業や集会等で選挙について説明があっ
た」が約 51％となるなど半数を超える回答結果とな

 

国の政治  

③ 
2016 年 6 月 
明推協  
問 5 

④ 
2016 年 7 月 
明推協  
問 4 

⑤ 
2016 年  

9 月～10 月  
NHK  
問 5 

⑤ 
(比較) 

20 歳以上  

 

 非常に関心がある  12% 13% 14% 25％  
 ある程度関心がある  40% 39% 42% 52％  
 あまり関心がない  26% 24% 32% 16％  
 まったく関心がない  11% 11% 10% 5％  
 無回答  11% 13% 2% 3％  

表５ 国政への関心度 
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18 歳から 22 歳にかけて年齢が上がるごとに選択割
合も上昇し、23・24 歳においても約 2割が選択して
いる。つまり、この調査で見る限りでは、大学生世

代における政治的シニシズムはそれほど大きなもの

ではないが、同時に年齢の上昇とともに漸次的に強

まると言えそうである。

⑤の NHK調査では、「投票に行かなかった最も大
きな理由を次の中から 1 つだけ〇をつけてくださ
い。」という質問に対し、18・19 歳では「投票に行く
時間がなかったから」が最も多く約 10%、次いで「住

民票を移していなかったから」が約 8%という回答
結果である。一方で、20 歳以上では、「投票に行く時
間がなかったから」と「投票したい候補者や政党が

なかったから」が最も多く約 6%となっている。投票
に行った人を「非該当」として集計に含めているた

め、④の明推協調査よりも数値は低く出るが、非該

当を除くと「住民票を移していなかったから」の約

8%は、棄権者に占める割合としては 20～25％程度
に相当する計算になるため、④の明推協調査と比べ

ても特段大きな齟齬はない。

 
④ 2016 年 7 月 明推協 問 14 (809 人) 

全体  18 歳  19 歳  20 歳  21歳  22 歳  23 歳  24 歳  

どの政党や候補者に投票すべきかわからなかったから  19% 19% 18% 18% 16% 19% 23% 17% 

選挙結果の影響がどのようにもたらすか不明だったから  7% 9% 4% 5% 4% 8% 9% 9% 

現在の居住地で、投票ができなかったから  23% 30% 29% 31% 24% 18% 19% 14% 

私一人の投票の有無で世の中は変わらないと思ったから  16% 9% 12% 13% 14% 25% 19% 19% 

政治をわからない者は投票しない方がいいと思ったから  11% 11% 12% 11% 6% 11% 12% 13% 

今の政治を変える必要がないと思ったから  3% 2% 2% 3% 4% 1% 6% 2% 

選挙によって政治は良くならないと思ったから  13% 11% 13% 9% 13% 12% 16% 16% 

選挙にあまり関心がなかったから  26% 20% 26% 22% 27% 29% 30% 28% 

面倒だったから  29% 23% 23% 29% 28% 28% 34% 39% 

その他  14% 18% 17% 12% 13% 16% 9% 14% 

わからない  10% 9% 7% 6% 12% 11% 12% 10% 

 

⑤ 
2016 年 

9 月～10 月  
NHK 
問 23 

(246 人) 

⑤ 
(比較) 

20 歳以上  
(200 人) 

政治には関心がないから  3% 1% 
政治に失望したから  1% 2% 

政治についてよくわからないから  6% 2% 
今回の選挙に興味が持てなかったから  2% 3% 

自分一人が投票しなくても大勢には影響しないと

思ったから  
1% 2% 

投票したい候補者や政党がなかったから  2% 6% 
投票に行くのが面倒だったから  2% 2% 
投票に行く時間がなかったから  10% 6% 
身体の具合が悪かったから  1% 3% 

住民票を移していなかったから  8% 0% 
選挙権がなかったから  1% 0% 

その他  1% 0% 
無回答  1% 0% 

非該当(投票に行った) 62% 74% 
 

表４ 参院選での棄権理由 
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選択肢や調査対象等に違いがあるものの、18・19
歳が参院選で投票しなかった理由として特徴的なの

は、現在の居住地に住民票がなく投票できないと答

えた者が多いことである。NHK調査では学年別の回
答結果も示されているが、それによると、18 歳と 19
歳の中で「高校生」と「卒業 11」では、「住民票を移

していなかった」と答える人はほとんどいないが、

「大学 1 年生」「大学 2 年生」ではそれぞれ 11％、
13％と最も多くなる（河野・荒巻，2017）。すなわち、
18・19歳の中でも大学生に特に多く当てはまる棄権
理由であると考えられる。

4.国政への関心度

③と④の明推協調査、および⑤の NHK 調査では
政治的関心について、「国の政治」「都道府県の政治」

「市区町村の政治」に分けてそれぞれ尋ねている。

本稿では、10 代が投票参加した過去 2回の国政選挙
における投票率の分析を目的とすることから、「国の

政治」に対する関心度について整理する。上記のう

ち⑤の NHK調査では、18・19歳と 20歳以上に分け
て比較が可能なため、両者のデータを示しながら比

較を行う（表 5 参照）。
③の明推協調査では、「あなたは、国や地方の政治

にどの程度関心がありますか。」という質問に対し、

国の政治に「（非常に＋ある程度）関心がある」が過

半数を超える約 52%という回答結果となっている。
④の明推協調査では、「あなたは、国や地方の政治

の動向にどの程度注目していますか。」という質問に

対し、国の政治に「（とても＋ときどき）注目してい

る」が過半数を超える約 52%となっている。
 ⑤の NHK調査では、「あなたは、お住まいの市区

町村の政治、都道府県の政治、それに国の政治につ

いて、どの程度関心がありますか。それぞれについ

て、1つだけ〇をつけてください。」という質問に対
し、18・19歳では国の政治に「（非常に＋ある程度）
関心がある」が過半数を超える 56%という回答結果

である。しかし、20 歳以上では「関心がある」の合
計は 77％で、これと比較すると、18・19歳の国政へ
の関心度は相対的に低いということが分かる。

政治的関心を尋ねる質問においても、既述の投票

参加意向を尋ねる質問と同様に、調査そのものへの

関心の高さが回答結果に影響する可能性が多分にあ

る。その点には注意が必要となるものの、少なくと

も若者の国政に対する関心は必ずしも低いとは言い

切れない。ただ、参院選前と参院選後で国の政治へ

の関心度にはそれほど変化が見られず、18・19 歳が
投票資格を与えられた参院選の実施が、彼らの政治

的関心に即座に影響をもたらしたわけではないこと

も、NHK調査からは読み取れる。

5.主権者教育の受講状況

①と③と④の明推協調査、⑤の NHK 調査では学
校でどのような主権者教育を受けたことがあるのか

を尋ねるとともに、④の明推協調査では、それらが

参考になったかどうかについて調査を行っている

（表 6参照）。
①の明推協調査では、「（政治や選挙について）ど

のようなことを学びましたか。次の中からいくつで

も選んでください。（複数回答）」という質問に対し、

「国民主権や多数決などの民主主義の基本」が約

83％、「選挙区制や選挙権年齢などの選挙のしくみ」
が約 82％となるなど高い回答割合となった一方で、
「投票所における投票の方法」が約 25％、「実際の
選挙や架空の候補者による選挙での模擬投票」が約

9％にとどまるなど、現実の投票に関わる具体的な内
容については低調であった。

③の明推協調査では、「昨年、写真の社会科副読本

が、全国の高校で配布されました。18歳選挙権に関
連して以下のことはあなたの高校でありましたか。」

という質問に対し、「学校で副読本が配布された」が

約 59％、「授業や集会等で選挙について説明があっ
た」が約 51％となるなど半数を超える回答結果とな

 

国の政治  

③ 
2016 年 6 月 
明推協  
問 5 

④ 
2016 年 7 月 
明推協  
問 4 

⑤ 
2016 年  

9 月～10 月  
NHK  
問 5 

⑤ 
(比較) 

20 歳以上  

 

 非常に関心がある  12% 13% 14% 25％  
 ある程度関心がある  40% 39% 42% 52％  
 あまり関心がない  26% 24% 32% 16％  
 まったく関心がない  11% 11% 10% 5％  
 無回答  11% 13% 2% 3％  

表５ 国政への関心度 
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っている一方で、「模擬投票や模擬選挙の授業があっ

た」が約 24％という回答結果である。なお、④の明
推協調査と⑤の NHK 調査の詳細については後述す
るが、③の明推協調査における模擬投票や模擬選挙

の経験があるとする回答割合が他の調査よりも高く

なっているのは、2016 年 3月時点で高校生だったと
答えた人に絞って尋ねているためであると考えられ

る。

④の明推協調査では、「あなたは高校（高専を含む）

の時に、次のような授業を受けましたか、またその

授業内容は今回の参院選で参考になりましたか。(複
数回答）」という質問に対し、受講経験については「こ

の中にはない」が約 51％と最多である。これは、高
校時代に主権者教育を受ける機会がまだまだ少なか

った 20代前半の回答者が、サンプルの半数以上を占
めているためと考えられる。他方、具体的な受講内

 

① 
2015 年 

6 月 
明推協  
問 13 

(2495 人※ ) 
国民主権や多数決などの  

民主主義の基本  
83％ 

選挙区制や選挙権年齢  
などの選挙のしくみ  

82％ 

普通選挙権実現の歴史  58％ 
選挙の意義と投票参加の  

重要性  
43％ 

投票所における  
投票の方法  

25％ 

社会問題や政策などを  
テーマとした  

ディベートや話し合い  
15％ 

実際の選挙や  
架空の候補者による  
選挙での模擬投票  

9％ 

その他  0％ 
わからない  8％ 

 

③ 2016 年 6 月 明推協 問 22 (364 人※※ ) 

学校で副読本が  
配布された  

模擬投票や  
模擬選挙の  
授業があった  

授業や集会等で  
選挙について  
説明があった  

あてはまる  59％ 24％ 51％ 
あてはまらない  22％ 63％ 35％ 
わからない  18％ 13％ 14％ 

    

 

④ 2016 年 7 月 明推協 問 17 

選挙の仕組み

を学ぶ授業  

投票の手順など

投票方法を学ぶ

授業 

選挙違反や選

挙運動などを

学ぶ授業  

若者の投票率

の低さや選挙

の重要性を学

ぶ授業  

投票先の選び

方を学ぶ授業  

架空の選挙を

題材として行

われた模擬投

票 
受けたもの  40％ 13％ 12％ 17％ 4％ 3％ 

参考になったもの  26％ 8％ 6％ 9％ 2％ 1％ 
 

 

実際の選挙を

題材として行

われた模擬投

票 

地域や国政など

を話し合い、意

見交換などを行

う授業  

「私たちが拓

く日本の未

来」を使用し

た授業  

その他  この中には  
ない 

 
受けたもの  2％ 2％ 4％ 1％ 51％ 

参考になったもの  1％ 1％ 2％ 0％ 64％ 

 

⑤ 
2016 年  

9 月～10 月  
NHK 
問 28 

 

国会や選挙制度の仕組み  73％  
投票の仕方  37％  
選挙の大切さ  47％  
模擬投票  13％  

身近な課題について議論  15％  
政治課題についての議論  11％   

政治課題についての政党の考え  7％  
その他  0％  

どのようなことを学んだか覚えていない  10％  
選挙について学ばなかった  6％  

無回答  1％  

表６ 主権者教育の受講状況等 

※①小学校から高校までの授業で、政治や選挙について学んだことがあるとした人数。

※※③2016 年 3 月時点での高校生の人数。
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容を選択した回答の中では、「選挙の仕組みを学ぶ授

業」が約 40％と最も高い。しかし、「投票先の選び方
を学ぶ授業」は約 4％、「実際の選挙を題材として行
われた模擬投票」は約 2％にとどまるなど、選挙に
関係する実践的な授業の経験がある人はかなり少な

い。ただ、選挙に関する何らかの授業を受けた人に

ついては、ほとんどの項目で半数以上の人が参考に

なったと答えている。

⑤の NHK調査では、「選挙について、あなたは高
校までの学校でどのようなことを学びましたか。次

の中から、あてはまるものをいくつでも選んで〇を

つけてください。」という質問に対し、「国会や選挙

制度の仕組み」を学んだことがあるとする回答は約

73％と高い一方、「模擬投票」が約 13％、「政治課題
についての議論」が約 11％など、低い回答割合にと
どまっている。

選択肢や調査対象にそれぞれ違いがあるものの、

選挙制度の仕組みや民主主義の基本など選挙に関係

する基本的な知識については、総じて 10 代の多くが
高校までの学生生活を通して学んでいることが調査

結果より分かる。しかし、模擬投票やディベート、

選挙の投票方法など選挙に関係する実践的な経験や

実際の選挙に役立つ知識などは、18 歳選挙権の導入
が決定した後の 1 年程度の間だけでは、学生生活を
通して学ぶ機会は依然として少なかったようである。

 

6.選挙時の居住要件に関する知識 

②の NHK 調査では、住民票を移していなければ
現在の居住地で投票できないことを知っているかど

うかについて、③および④の明推協調査では、投票

資格に関連した居住期間の要件について、それぞれ

質問している（表 7参照）。
②の NHK調査では、「住んでいる自治体に住民票

を移していないと、その自治体の選挙で投票するこ

とができません。あなたはこのことを知っていまし

たか。」という質問に対し、「知っていた」が約 48％
に対し、「知らなかった」が過半数を超える約 51％
という回答結果となっている。

③と④の明推協調査では、「現在住んでいる市区町

村で投票をするには、住民票を移してから 3 ヶ月以
上住んでいなければなりません。あなたは、このこ

とをご存知でしたか。」という質問に対し、参院選前

に行われた③の明推協調査では、「知っていた」が約

36％に対し、「知らなかった」が約 64％という回答
結果が得られている。また、参院選後に行われた④

の明推協調査では、「知っていた」が約 43％に対し、
「知らなかった」が約 57％となっている。

質問文や調査対象等に違いがあるものの、いずれ

の調査で見ても、住民票を移していないと居住地で

投票できないということを約半数の若者が知らない

というのが、少なくとも 2016 年頃における現状であ
る。

住民票を移していないと居住地で投票ができない

ことは知っていても、3 ヶ月以上住んでいなければ
ならないことは知らない若者も、一定数いるものと

思われる。また、参院選の前後における回答結果を

比較すると、両調査において「知らなかった」が多

数派を占めているものの、「知っていた」が参院選前

と比べ約 7 ポイント上昇しており、選挙期間中の
様々な情報により認知度が上昇したと考えられる。

7.住民票の異動状況 

①と③の明推協調査では、「（親御さんと）一緒に

住んでいない」と回答した人に対して、住民票を現

在の居住地に異動させているかどうかについて質問

をしている（表 8参照）。なお、ここでは属性別（高
校生・高専生、大学生・大学院生、社会人）に分け

て見ていく。

①の明推協調査では、「あなたは、現在あなたが住

んでいる所に住民票を移していますか。次の中から

1つ選んでください。」という質問に対し、全体では
「移している」が約 48％、「移していない」が約 39％
という回答結果である。高校生・高専生については

「わからない」が多いうえサンプル数も少ないため、

あくまで参考値として示しておくが、大学・大学院

生 12では「移していない」が約 63％と「移している」
を上回る一方、社会人 13では「移している」が約 72％
であり、「移していない」の約 16％を大きく上回る。
③の明推協調査では、2016 年 7 月 11 日時点で 18

歳以上で、かつ親がいる人に対し「あなたは、現在

あなたが住んでいる市区町村に住民票を移していま

すか。」と尋ねており、全体では「移している」が約

52％、「移していない」が約 40％という回答結果で
ある。大学・大学院生 14では「移していない」が約

 

② 
2015 年   

11 月～12 月 
NHK 
問 28 

③ 
2016 年

6 月 
明推協  
問 19 

④ 
2016 年

7 月 
明推協  
問 7 

知っていた  48％ 36％ 43％ 
知らなかった  51％ 64％ 57％ 
無回答  1％   

    

表７ 選挙時の居住要件に関する知識 
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っている一方で、「模擬投票や模擬選挙の授業があっ

た」が約 24％という回答結果である。なお、④の明
推協調査と⑤の NHK 調査の詳細については後述す
るが、③の明推協調査における模擬投票や模擬選挙

の経験があるとする回答割合が他の調査よりも高く

なっているのは、2016 年 3 月時点で高校生だったと
答えた人に絞って尋ねているためであると考えられ

る。

④の明推協調査では、「あなたは高校（高専を含む）

の時に、次のような授業を受けましたか、またその

授業内容は今回の参院選で参考になりましたか。(複
数回答）」という質問に対し、受講経験については「こ

の中にはない」が約 51％と最多である。これは、高
校時代に主権者教育を受ける機会がまだまだ少なか

った 20 代前半の回答者が、サンプルの半数以上を占
めているためと考えられる。他方、具体的な受講内

 

① 
2015 年 

6 月 
明推協  
問 13 

(2495 人※ ) 
国民主権や多数決などの  

民主主義の基本  
83％ 

選挙区制や選挙権年齢  
などの選挙のしくみ  

82％ 

普通選挙権実現の歴史  58％ 
選挙の意義と投票参加の  

重要性  
43％ 

投票所における  
投票の方法  

25％ 

社会問題や政策などを  
テーマとした  

ディベートや話し合い  
15％ 

実際の選挙や  
架空の候補者による  
選挙での模擬投票  

9％ 

その他  0％ 
わからない  8％ 

 

③ 2016 年 6 月 明推協 問 22 (364 人※※ ) 

学校で副読本が  
配布された  

模擬投票や  
模擬選挙の  
授業があった  

授業や集会等で  
選挙について  
説明があった  

あてはまる  59％ 24％ 51％ 
あてはまらない  22％ 63％ 35％ 
わからない  18％ 13％ 14％ 

    

 

④ 2016 年 7 月 明推協 問 17 

選挙の仕組み

を学ぶ授業  

投票の手順など

投票方法を学ぶ

授業 

選挙違反や選

挙運動などを

学ぶ授業  

若者の投票率

の低さや選挙

の重要性を学

ぶ授業  

投票先の選び

方を学ぶ授業  

架空の選挙を

題材として行

われた模擬投

票 
受けたもの  40％ 13％ 12％ 17％ 4％ 3％ 

参考になったもの  26％ 8％ 6％ 9％ 2％ 1％ 
 

 

実際の選挙を

題材として行

われた模擬投

票 

地域や国政など

を話し合い、意

見交換などを行

う授業  

「私たちが拓

く日本の未

来」を使用し

た授業  

その他  この中には  
ない 

 
受けたもの  2％ 2％ 4％ 1％ 51％ 

参考になったもの  1％ 1％ 2％ 0％ 64％ 

 

⑤ 
2016 年  

9 月～10 月  
NHK 
問 28 

 

国会や選挙制度の仕組み  73％  
投票の仕方  37％  
選挙の大切さ  47％  
模擬投票  13％  

身近な課題について議論  15％  
政治課題についての議論  11％   

政治課題についての政党の考え  7％  
その他  0％  

どのようなことを学んだか覚えていない  10％  
選挙について学ばなかった  6％  

無回答  1％  

表６ 主権者教育の受講状況等 

※①小学校から高校までの授業で、政治や選挙について学んだことがあるとした人数。

※※③2016 年 3 月時点での高校生の人数。
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容を選択した回答の中では、「選挙の仕組みを学ぶ授

業」が約 40％と最も高い。しかし、「投票先の選び方
を学ぶ授業」は約 4％、「実際の選挙を題材として行
われた模擬投票」は約 2％にとどまるなど、選挙に
関係する実践的な授業の経験がある人はかなり少な

い。ただ、選挙に関する何らかの授業を受けた人に

ついては、ほとんどの項目で半数以上の人が参考に

なったと答えている。

⑤の NHK調査では、「選挙について、あなたは高
校までの学校でどのようなことを学びましたか。次

の中から、あてはまるものをいくつでも選んで〇を

つけてください。」という質問に対し、「国会や選挙

制度の仕組み」を学んだことがあるとする回答は約

73％と高い一方、「模擬投票」が約 13％、「政治課題
についての議論」が約 11％など、低い回答割合にと
どまっている。

選択肢や調査対象にそれぞれ違いがあるものの、

選挙制度の仕組みや民主主義の基本など選挙に関係

する基本的な知識については、総じて 10 代の多くが
高校までの学生生活を通して学んでいることが調査

結果より分かる。しかし、模擬投票やディベート、

選挙の投票方法など選挙に関係する実践的な経験や

実際の選挙に役立つ知識などは、18 歳選挙権の導入
が決定した後の 1 年程度の間だけでは、学生生活を
通して学ぶ機会は依然として少なかったようである。

 

6.選挙時の居住要件に関する知識 

②の NHK 調査では、住民票を移していなければ
現在の居住地で投票できないことを知っているかど

うかについて、③および④の明推協調査では、投票

資格に関連した居住期間の要件について、それぞれ

質問している（表 7参照）。
②の NHK調査では、「住んでいる自治体に住民票

を移していないと、その自治体の選挙で投票するこ

とができません。あなたはこのことを知っていまし

たか。」という質問に対し、「知っていた」が約 48％
に対し、「知らなかった」が過半数を超える約 51％
という回答結果となっている。

③と④の明推協調査では、「現在住んでいる市区町

村で投票をするには、住民票を移してから 3 ヶ月以
上住んでいなければなりません。あなたは、このこ

とをご存知でしたか。」という質問に対し、参院選前

に行われた③の明推協調査では、「知っていた」が約

36％に対し、「知らなかった」が約 64％という回答
結果が得られている。また、参院選後に行われた④

の明推協調査では、「知っていた」が約 43％に対し、
「知らなかった」が約 57％となっている。

質問文や調査対象等に違いがあるものの、いずれ

の調査で見ても、住民票を移していないと居住地で

投票できないということを約半数の若者が知らない

というのが、少なくとも 2016 年頃における現状であ
る。

住民票を移していないと居住地で投票ができない

ことは知っていても、3 ヶ月以上住んでいなければ
ならないことは知らない若者も、一定数いるものと

思われる。また、参院選の前後における回答結果を

比較すると、両調査において「知らなかった」が多

数派を占めているものの、「知っていた」が参院選前

と比べ約 7 ポイント上昇しており、選挙期間中の
様々な情報により認知度が上昇したと考えられる。

7.住民票の異動状況 

①と③の明推協調査では、「（親御さんと）一緒に

住んでいない」と回答した人に対して、住民票を現

在の居住地に異動させているかどうかについて質問

をしている（表 8参照）。なお、ここでは属性別（高
校生・高専生、大学生・大学院生、社会人）に分け

て見ていく。

①の明推協調査では、「あなたは、現在あなたが住

んでいる所に住民票を移していますか。次の中から

1つ選んでください。」という質問に対し、全体では
「移している」が約 48％、「移していない」が約 39％
という回答結果である。高校生・高専生については

「わからない」が多いうえサンプル数も少ないため、

あくまで参考値として示しておくが、大学・大学院

生 12では「移していない」が約 63％と「移している」
を上回る一方、社会人 13では「移している」が約 72％
であり、「移していない」の約 16％を大きく上回る。
③の明推協調査では、2016 年 7 月 11 日時点で 18

歳以上で、かつ親がいる人に対し「あなたは、現在

あなたが住んでいる市区町村に住民票を移していま

すか。」と尋ねており、全体では「移している」が約

52％、「移していない」が約 40％という回答結果で
ある。大学・大学院生 14では「移していない」が約

 

② 
2015 年   

11 月～12 月 
NHK 
問 28 

③ 
2016 年

6 月 
明推協  
問 19 

④ 
2016 年

7 月 
明推協  
問 7 

知っていた  48％ 36％ 43％ 
知らなかった  51％ 64％ 57％ 
無回答  1％   

    

表７ 選挙時の居住要件に関する知識 
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62％であるのに対し、社会人等では「移している」
が約 76％と、「移していない」の約 15％を大きく上
回る。また、前年に行われた①の明推協調査の結果

と比較すると、大学生・大学院生、社会人ともに住

民票を「移している」とする回答割合がわずかなが

ら上昇していることが分かる 15。

これらの調査結果より、ほぼ同じ世代であっても、

社会人に比べ大学生・大学院生では、現住所へ住民

票を異動している者が特に少ないことが分かる。実

家を離れて大学等に進学している若者の場合、その

後実家に戻ったり、あるいは実家や大学の所在地と

は異なる場所で就職したりと、卒業後の居住地につ

いては多様なパターンが想定される。そうした側面

も含め、住民票の異動に伴う煩わしさを考慮して「移

していない」者が多いものと思われる。

8.親の投票への帯同経験の有無 

②の NHK調査、③と④の明推協調査では、子供の
ころに親の投票についていったことがあるかどうか

について質問をしている（表 9参照）。
②の NHK調査では、「あなたは、家族と一緒に投

票所に行ったことがありますか。」という質問に対し、

「ある」が約 43％、「ない」が約 56％である。
③の明推協調査では、「あなたは、親御さんの投票

について行ったことがあります

か。」という質問に対し、「ある」が

約 53％、「ない」が約 40％となって
いる。

④の明推協調査では、「あなたは

子供のころ、親御さんの投票につ

いていったことがありますか。」と

いう質問に対し、「ある」が約 43％、
「ない」が 45％という回答結果で
ある。

調査対象に違いはあるものの、

約 4割から 5割の若者は親の投票について行った経
験があるようである。第 2 章でも述べたように、公
職選挙法の改正により「投票所に出入し得る者」す

なわち投票所に同伴可能な者の年齢の範囲が拡大さ

れ、2016 年の参院選以降は 18 歳未満の子供の同伴
が原則可能になった。そのため、今後は親の投票に

ついて行った経験を持つ若い有権者も、ますます増

えていくことが予想される。また詳細は省略するが、

④の明推協調査では、上記のような幼少期の体験と

その後の投票参加に関するクロスデータが示されて

おり、子供の頃、親の投票についていったことがあ

る人とない人で比較すると、「ついていったことがあ

る」人では 2016 年の参院選で投票に行ったのが
67.3％であるのに対し、「ついていったことがない」
人では、投票に行ったという回答は 44.8％にとどま
る（塩沢，2018）。親が選挙に行く際に、子供に対し
てもある種の「習慣づけ」をしてやることが、その

後の投票参加にも結び付くことを示すデータと言え

る。

9.投票参加（意向）に関するクロスデータ 

ここまで、18 歳選挙権に関連した若者の政治意識
や現状などについて、2016 年参院選の前後に実施さ
れた世論調査データをもとに概観してきた。これら

を受けて次に、若い有権者の国政への関心度、主権

者教育の受講状況、住民票の異動状況と投票参加（意

向）との関係を示すクロスデータに着目して、傾向

を確認しておく。

（１）国政への関心度と投票参加（意向）

③の明推協調査では、国政への関心度と来たる参

院選での投票参加意向との関係について、⑤の NHK
調査では、2016 年参院選での投票参加／棄権と国政
への関心度との関係についてクロスデータが示され

ている（表 10参照）。

 

高校生・高専生  大学・大学院生  社会人  
① 

2015 年
6 月 
明推協  
問 22 

(56 人) 

③ 
2016 年

6 月 
明推協 

問 17 

① 
2015 年

6 月 
明推協  
問 22 

(390 人) 

③ 
2016 年

6 月 
明推協 

問 17 
(396 人) 

① 
2015 年

6 月 
明推協  
問 22 

(433 人) 

③ 
2016 年

6 月 
明推協 

問 17 
(379 人) 

移している  7％ 
   

26％ 30％ 72％ 76％ 
移していない  41％ 63％ 62％ 16％ 15％ 
わからない  52％ 10％ 8％ 12％ 8％ 

       

 

② 
2015 年   

11 月～12 月 
NHK 
問 31 

③ 
2016 年 

6 月 
明推協  
問 10 

④ 
2016 年

7 月 
明推協 

問 16 

ある 43％ 53％ 43％ 

ない 56％ 40％ 45％ 
無回答／  
わからない  

1％ 7％ 11％  

表８ 住民票の異動状況 

表９ 親の投票への帯同経験 
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まず③の明推協調査から見ていくと、国の政治に

「非常に関心がある」若者は 73％が来たる参院選に
「行く」と答えており、「ある程度関心がある」人た

ちでも 39％が「行く」、38％が「たぶん行くと思う」
と回答している。逆に、関心の低い層に行くほど「た

ぶん行かないと思う」や「行かない」と回答する割

合が高くなる。すなわち、国政への関心度が高けれ

ば高いほど、投票参加意向も高まる傾向があること

が示されている。

⑤の NHK調査では、河野・荒巻（2017）による調
査報告の中で、18・19 歳で投票に行った人と行かな
かった人の意識の差異を見るために、両者の回答割

合の差が大きかった質問項目を列挙している。その

うちのひとつが「政治への関心」であり、国の政治

に「（非常に＋ある程度）関心がある」と答えた人の

合計が、投票に行った人では 65％、投票に行かなか
った人では 42％と 20 ポイント以上の開きがある。
つまり、投票に行った人のほうが国政への関心度が

より高いことが示されているが、他方で投票に行か

なかった若者でも、一定の関心を有しているものは

少なからずいることが分かる。

調査対象やクロスデータの示し方には違いがある

ものの、やはり国政への関心度の高さと投票参加意

欲との間には、一定の相関があると言えそうである。

（２）主権者教育の受講状況と投票参加（意向）

③の明推協調査では、主権者教育の受講状況と来

たる参院選での投票参加意向の関係について、④の

明推協調査では、主権者教育の受講状況と 2016 年参

院選での投票参加／棄権との関係について、それぞ

れクロスデータを示している（表 11 参照）。
まず③の明推協調査の調査報告では、「模擬選挙が

あった」人、「模擬選挙はなかったが授業等で選挙の

説明があった」人、「どちらもなかった」人に分けて、

投票参加意向との関係を見ている。それによると、

「模擬選挙はなかったが授業等で選挙の説明があっ

た」人と「どちらもなかった」人の間には、投票参

加意向にほとんど傾向の違いがない。他方で、「模擬

選挙があった」とする回答者は他の回答者に比べ「行

く」と答えた人の割合が多少高いが、模擬選挙がな

かった人たちと比べても、投票参加意向にそこまで

大きな差があるとまでは言い切れない。ただ、「行か

ない」との回答がわずか 1％にとどまっている点を
見ると、模擬選挙の経験が若い有権者の意識に対し、

多かれ少なかれプラスの効果を持つと言えそうであ

る。

④の明推協調査では、選挙に関する授業等を「受

けたことがある」人と「受けたことはない（この中

にはない）」人の投票参加／棄権について、18・19 歳
と 20～24 歳に分けてクロスデータを示している。そ
れによると、いずれの年齢層においても、受講経験

のある人のほうがより多く投票参加していることが

分かるが、受講経験の有無による投票参加の割合の

差は 18・19 歳においてより大きくなっており、選挙
に関する授業を「受けたことがある」人は 65％が投
票に行ったと答えている。

調査対象等には違いがあるものの、主権者教育の

実施は、若い有権者の投票参加意欲の向上に少なか

 

 

③ 2016 年 6 月 明推協  
 非常に  

関心がある  
(259 人) 

ある程度  
関心がある  

(840 人) 

あまり  
関心がない  

(590 人) 

全く関心  
がない  

(241 人) 

わからない  
(207 人) 

 行く 73％ 39％ 19％ 10％ 7％ 
 たぶん行くと思う  18％ 38％ 35％ 20％ 20％ 
 たぶん行かないと思う  4％ 17％ 35％ 30％ 24％ 

 行かない  4％ 6％ 12％ 40％ 49％ 

 

 

⑤ 2016 年 9 月～10 月 NHK 
 投票に  

行った  
(395 人) 

投票に  
行かなかった  

(246 人) 
全体 

 国の政治に（非常に＋ある

程度）関心がある  
65％ 42％ 56％ 

    

表１０ 国政への関心度と投票参加（意向）のクロスデータ 
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62％であるのに対し、社会人等では「移している」
が約 76％と、「移していない」の約 15％を大きく上
回る。また、前年に行われた①の明推協調査の結果

と比較すると、大学生・大学院生、社会人ともに住

民票を「移している」とする回答割合がわずかなが

ら上昇していることが分かる 15。

これらの調査結果より、ほぼ同じ世代であっても、

社会人に比べ大学生・大学院生では、現住所へ住民

票を異動している者が特に少ないことが分かる。実

家を離れて大学等に進学している若者の場合、その

後実家に戻ったり、あるいは実家や大学の所在地と

は異なる場所で就職したりと、卒業後の居住地につ

いては多様なパターンが想定される。そうした側面

も含め、住民票の異動に伴う煩わしさを考慮して「移

していない」者が多いものと思われる。

8.親の投票への帯同経験の有無 

②の NHK調査、③と④の明推協調査では、子供の
ころに親の投票についていったことがあるかどうか

について質問をしている（表 9 参照）。
②の NHK調査では、「あなたは、家族と一緒に投

票所に行ったことがありますか。」という質問に対し、

「ある」が約 43％、「ない」が約 56％である。
③の明推協調査では、「あなたは、親御さんの投票

について行ったことがあります

か。」という質問に対し、「ある」が

約 53％、「ない」が約 40％となって
いる。

④の明推協調査では、「あなたは

子供のころ、親御さんの投票につ

いていったことがありますか。」と

いう質問に対し、「ある」が約 43％、
「ない」が 45％という回答結果で
ある。

調査対象に違いはあるものの、

約 4割から 5 割の若者は親の投票について行った経
験があるようである。第 2 章でも述べたように、公
職選挙法の改正により「投票所に出入し得る者」す

なわち投票所に同伴可能な者の年齢の範囲が拡大さ

れ、2016 年の参院選以降は 18 歳未満の子供の同伴
が原則可能になった。そのため、今後は親の投票に

ついて行った経験を持つ若い有権者も、ますます増

えていくことが予想される。また詳細は省略するが、

④の明推協調査では、上記のような幼少期の体験と

その後の投票参加に関するクロスデータが示されて

おり、子供の頃、親の投票についていったことがあ

る人とない人で比較すると、「ついていったことがあ

る」人では 2016 年の参院選で投票に行ったのが
67.3％であるのに対し、「ついていったことがない」
人では、投票に行ったという回答は 44.8％にとどま
る（塩沢，2018）。親が選挙に行く際に、子供に対し
てもある種の「習慣づけ」をしてやることが、その

後の投票参加にも結び付くことを示すデータと言え

る。

9.投票参加（意向）に関するクロスデータ 

ここまで、18 歳選挙権に関連した若者の政治意識
や現状などについて、2016 年参院選の前後に実施さ
れた世論調査データをもとに概観してきた。これら

を受けて次に、若い有権者の国政への関心度、主権

者教育の受講状況、住民票の異動状況と投票参加（意

向）との関係を示すクロスデータに着目して、傾向

を確認しておく。

（１）国政への関心度と投票参加（意向）

③の明推協調査では、国政への関心度と来たる参

院選での投票参加意向との関係について、⑤の NHK
調査では、2016 年参院選での投票参加／棄権と国政
への関心度との関係についてクロスデータが示され

ている（表 10 参照）。

 

高校生・高専生  大学・大学院生  社会人  
① 

2015 年
6 月 
明推協  
問 22 

(56 人) 

③ 
2016 年

6 月 
明推協 

問 17 

① 
2015 年

6 月 
明推協  
問 22 

(390 人) 

③ 
2016 年

6 月 
明推協 

問 17 
(396 人) 

① 
2015 年

6 月 
明推協  
問 22 

(433 人) 

③ 
2016 年

6 月 
明推協 

問 17 
(379 人) 

移している  7％ 
   

26％ 30％ 72％ 76％ 
移していない  41％ 63％ 62％ 16％ 15％ 
わからない  52％ 10％ 8％ 12％ 8％ 

       

 

② 
2015 年   

11 月～12 月 
NHK 
問 31 

③ 
2016 年 

6 月 
明推協  
問 10 

④ 
2016 年

7 月 
明推協 

問 16 

ある 43％ 53％ 43％ 

ない 56％ 40％ 45％ 
無回答／  
わからない  

1％ 7％ 11％  

表８ 住民票の異動状況 

表９ 親の投票への帯同経験 
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まず③の明推協調査から見ていくと、国の政治に

「非常に関心がある」若者は 73％が来たる参院選に
「行く」と答えており、「ある程度関心がある」人た

ちでも 39％が「行く」、38％が「たぶん行くと思う」
と回答している。逆に、関心の低い層に行くほど「た

ぶん行かないと思う」や「行かない」と回答する割

合が高くなる。すなわち、国政への関心度が高けれ

ば高いほど、投票参加意向も高まる傾向があること

が示されている。

⑤の NHK調査では、河野・荒巻（2017）による調
査報告の中で、18・19歳で投票に行った人と行かな
かった人の意識の差異を見るために、両者の回答割

合の差が大きかった質問項目を列挙している。その

うちのひとつが「政治への関心」であり、国の政治

に「（非常に＋ある程度）関心がある」と答えた人の

合計が、投票に行った人では 65％、投票に行かなか
った人では 42％と 20 ポイント以上の開きがある。
つまり、投票に行った人のほうが国政への関心度が

より高いことが示されているが、他方で投票に行か

なかった若者でも、一定の関心を有しているものは

少なからずいることが分かる。

調査対象やクロスデータの示し方には違いがある

ものの、やはり国政への関心度の高さと投票参加意

欲との間には、一定の相関があると言えそうである。

（２）主権者教育の受講状況と投票参加（意向）

③の明推協調査では、主権者教育の受講状況と来

たる参院選での投票参加意向の関係について、④の

明推協調査では、主権者教育の受講状況と 2016 年参

院選での投票参加／棄権との関係について、それぞ

れクロスデータを示している（表 11 参照）。
まず③の明推協調査の調査報告では、「模擬選挙が

あった」人、「模擬選挙はなかったが授業等で選挙の

説明があった」人、「どちらもなかった」人に分けて、

投票参加意向との関係を見ている。それによると、

「模擬選挙はなかったが授業等で選挙の説明があっ

た」人と「どちらもなかった」人の間には、投票参

加意向にほとんど傾向の違いがない。他方で、「模擬

選挙があった」とする回答者は他の回答者に比べ「行

く」と答えた人の割合が多少高いが、模擬選挙がな

かった人たちと比べても、投票参加意向にそこまで

大きな差があるとまでは言い切れない。ただ、「行か

ない」との回答がわずか 1％にとどまっている点を
見ると、模擬選挙の経験が若い有権者の意識に対し、

多かれ少なかれプラスの効果を持つと言えそうであ

る。

④の明推協調査では、選挙に関する授業等を「受

けたことがある」人と「受けたことはない（この中

にはない）」人の投票参加／棄権について、18・19 歳
と 20～24 歳に分けてクロスデータを示している。そ
れによると、いずれの年齢層においても、受講経験

のある人のほうがより多く投票参加していることが

分かるが、受講経験の有無による投票参加の割合の

差は 18・19 歳においてより大きくなっており、選挙
に関する授業を「受けたことがある」人は 65％が投
票に行ったと答えている。

調査対象等には違いがあるものの、主権者教育の

実施は、若い有権者の投票参加意欲の向上に少なか

 

 

③ 2016 年 6 月 明推協  
 非常に  

関心がある  
(259 人) 

ある程度  
関心がある  

(840 人) 

あまり  
関心がない  

(590 人) 

全く関心  
がない  

(241 人) 

わからない  
(207 人) 

 行く 73％ 39％ 19％ 10％ 7％ 
 たぶん行くと思う  18％ 38％ 35％ 20％ 20％ 
 たぶん行かないと思う  4％ 17％ 35％ 30％ 24％ 
 行かない  4％ 6％ 12％ 40％ 49％ 

 

 

⑤ 2016 年 9 月～10 月 NHK 
 投票に  

行った  
(395 人) 

投票に  
行かなかった  

(246 人) 
全体 

 国の政治に（非常に＋ある

程度）関心がある  
65％ 42％ 56％ 

    

表１０ 国政への関心度と投票参加（意向）のクロスデータ 

75前田 涼太・塩沢 健一：18 歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識 

190327_3rd_地域学論集15-3.indd   75 19/03/28   20:36



地域学論集 第 15巻第 3号(2019)

らずプラスの効果をもたらしていると言える。また

④の明推協調査から分かるように、ほぼ同じ世代で

あっても、初めて投票資格を得た 18・19 歳にとって、
主権者教育の受講経験はより大きな影響をもたらす

ものであったことが読み取れる。もちろん、20～24
歳については、選挙に関する授業等を高校時代に受

けてから一定の時間が経過している点も考慮に入れ

る必要はあるが、現実の選挙と連動する形で主権者

教育を行うことの重要性を示すデータとも言えるだ

ろう。

（３）住民票の異動状況と投票参加

④の明推協調査では、住民票の異動状況と 2016 年
参院選での投票参加／棄権との関係について、クロ

スデータを示している（表 12参照）。これによると、
2016 年の参院選で「現在住んでいる市区町村に選挙
権があった」と答えた 1314 人のうち、投票に行った
人は 65％であったが、「実家など、以前住んでいた
市区町村に選挙権があった」と答えた 363 人では、

投票に行った人は 34％にとどまる。
この調査は 18歳から 24 歳までを調査対象として

おり、全サンプル 1900 人のうち 4 割強を社会人が
占めているため、他のカテゴリと比べて「現在住ん

でいる市区町村に選挙権があった」に占める社会人

の比率はより高くなる。ただ、その点を考慮しても

なお、住民票の異動状況が若い有権者の投票参加に

与える影響が大きいことを、表 12のデータは示して
いる。

また、同じ調査において、参院選で投票に行った

人（1021 人）に対し投票方法を尋ねているが、その
うちの実に 86％が、現在住んでいる市区町村で当日
投票もしくは期日前投票をしたと回答している。

10.小括

本章で示してきた世論調査データから、若い有権

者は 18歳選挙権に対して概ね肯定的で、政治的関心
も決して低いわけではなく、彼らにとって主権者教

育の経験は、参院選への参加意欲に対しても一定の

 

③ 2016 年 6 月 明推協  

模擬選挙があった  
(88 人) 

模擬選挙はなかったが授業等で

選挙の説明があった  
(95 人) 

どちらもなかった  
(120 人) 

わからない  
(61 人) 

行く 41% 33% 33% 23% 
たぶん行くと思う  40% 42% 40% 36% 

たぶん行かないと思う  18% 15% 15% 21% 
行かない  1% 11% 13% 21% 

18・19 歳  

④ 2016 年 7 月 明推協  

全体 
(572 人) 

受けたことがある  
(340 人) 

受けたことはない／この中にはない  
(232 人) 

投票に行った  60% 65% 53% 
投票に行かなかった  40% 35% 47% 

20～24 歳  
全体 

(1328 人) 
受けたことがある  

(573 人) 
受けたことはない／この中にはない  

(755 人) 
投票に行った  51% 55% 48% 

投票に行かなかった  49% 45% 52% 

    

 

④ 2016 年 7 月 明推協  
現在住んでいる市区町村に

選挙権があった  
(1314 人) 

実家など、以前住んでいた

市区町村に選挙権があった  
(363 人) 

わからない  
(219 人) 

投票に行った  65% 34% 20% 
投票に行かなかった  35% 66% 80% 

表１２ 住民票の異動状況と投票参加のクロスデータ 

表１１ 主権者教育の受講状況と投票参加（意向）のクロスデータ 
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効果をもたらしていたことが分かる。しかしながら

一方で、住民票の異動をめぐる状況は、彼らの投票

参加に対して少なからぬ制約を与えていることも同

時に理解できる。この点を踏まえて、次章の分析に

入る。

Ⅳ．2016年参院選・2017 年衆院選に関する

比較分析 
本稿の冒頭でも述べたように、10 代が初めて投票

参加した 2016 年の参院選では、18 歳の半数以上が
投票所に足を運び、翌年の衆院選でも 50％に近い投
票率であった。一方で 19歳の投票率は、参院選でも
衆院選でも 18歳を下回り、参院選から衆院選にかけ
ての投票率の下落幅は約 9ポイントと、18歳と比べ
て顕著であった 16。

1.10代の投票率と住民票の異動

ここで改めて、2 つの国政選挙における年代別投
票率をグラフで確認しておくと図 3 のとおりとなる
が、18 歳と 19 歳の大きな違いは、有権者の中に高
校 3 年生が含まれるかどうか、という点にある。18
歳の投票率が 19 歳より高まった要因の一つは、第 2
章の図 2 でも示したように、選挙権年齢引き下げを
きっかけとして高等学校を中心に主権者教育を実施

する動きが急速に広まり、そうしたことが高校生た

ちの参加意欲を喚起したことが挙げられるだろう。

一方、19 歳の投票率が 18 歳と 1 歳違うだけでこ
れほど落ち込むのは何故か。たった 1歳違うだけで、
政治に対する関心に大きな差が生まれるとは考えに

くい。ただ他方で、これまでの「20歳以上」で行わ
れてきた選挙でも、20 歳の有権者の投票率が 21～24
歳の投票率を常に上回るというデータも存在する

（塩沢，2018）。18 歳の有権者もまた、「初めての選
挙」に対して強い関心を抱き、より多くの投票参加

に結びついてきたという側面もあるだろう。しかし

ながら、初めてか 2 回目か、という要因のみですべ
てを説明できるとも考えにくい。この点は本稿でも

すでに触れてきているように、住民票の異動をめぐ

る問題がやはり大きな影響を及ぼしていると思われ

る。

では、大学生世代のうちどの程度の人々が、進学

等に伴う転出時に住民票を移していないのだろうか。

これを直接示すデータはないものの、菅原（2015）
は現地に居住している人々に聴取する国勢調査と住

民基本台帳の人口とを比較し、興味深いデータを示

している。自区や隣接区に大学が多い京都市左京区

と、人口規模が 10万人以上の市の中で高卒時の人口
流出がかなり多い部類に入る山形県酒田市で比較す

ると、左京区では 19～21 歳に限定して見た場合に、
国調人口に対する住基台帳人口の割合が 52.3％で、
つまり半数が住民票を同区に置いていないことが分

かる。一方、酒田市では、18～25歳の範囲で住基台
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らずプラスの効果をもたらしていると言える。また

④の明推協調査から分かるように、ほぼ同じ世代で

あっても、初めて投票資格を得た 18・19 歳にとって、
主権者教育の受講経験はより大きな影響をもたらす

ものであったことが読み取れる。もちろん、20～24
歳については、選挙に関する授業等を高校時代に受

けてから一定の時間が経過している点も考慮に入れ

る必要はあるが、現実の選挙と連動する形で主権者

教育を行うことの重要性を示すデータとも言えるだ

ろう。

（３）住民票の異動状況と投票参加

④の明推協調査では、住民票の異動状況と 2016 年
参院選での投票参加／棄権との関係について、クロ

スデータを示している（表 12 参照）。これによると、
2016 年の参院選で「現在住んでいる市区町村に選挙
権があった」と答えた 1314 人のうち、投票に行った
人は 65％であったが、「実家など、以前住んでいた
市区町村に選挙権があった」と答えた 363 人では、

投票に行った人は 34％にとどまる。
この調査は 18歳から 24 歳までを調査対象として

おり、全サンプル 1900 人のうち 4 割強を社会人が
占めているため、他のカテゴリと比べて「現在住ん

でいる市区町村に選挙権があった」に占める社会人

の比率はより高くなる。ただ、その点を考慮しても

なお、住民票の異動状況が若い有権者の投票参加に

与える影響が大きいことを、表 12 のデータは示して
いる。

また、同じ調査において、参院選で投票に行った

人（1021 人）に対し投票方法を尋ねているが、その
うちの実に 86％が、現在住んでいる市区町村で当日
投票もしくは期日前投票をしたと回答している。

10.小括

本章で示してきた世論調査データから、若い有権

者は 18 歳選挙権に対して概ね肯定的で、政治的関心
も決して低いわけではなく、彼らにとって主権者教

育の経験は、参院選への参加意欲に対しても一定の

 

③ 2016 年 6 月 明推協  

模擬選挙があった  
(88 人) 

模擬選挙はなかったが授業等で

選挙の説明があった  
(95 人) 

どちらもなかった  
(120 人) 

わからない  
(61 人) 

行く 41% 33% 33% 23% 
たぶん行くと思う  40% 42% 40% 36% 

たぶん行かないと思う  18% 15% 15% 21% 
行かない  1% 11% 13% 21% 

18・19 歳  

④ 2016 年 7 月 明推協  

全体 
(572 人) 

受けたことがある  
(340 人) 

受けたことはない／この中にはない  
(232 人) 

投票に行った  60% 65% 53% 
投票に行かなかった  40% 35% 47% 

20～24 歳  
全体 

(1328 人) 
受けたことがある  

(573 人) 
受けたことはない／この中にはない  

(755 人) 
投票に行った  51% 55% 48% 

投票に行かなかった  49% 45% 52% 

    

 

④ 2016 年 7 月 明推協  
現在住んでいる市区町村に

選挙権があった  
(1314 人) 

実家など、以前住んでいた

市区町村に選挙権があった  
(363 人) 

わからない  
(219 人) 

投票に行った  65% 34% 20% 
投票に行かなかった  35% 66% 80% 

表１２ 住民票の異動状況と投票参加のクロスデータ 

表１１ 主権者教育の受講状況と投票参加（意向）のクロスデータ 

前田涼太・塩沢健一：18歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識

効果をもたらしていたことが分かる。しかしながら

一方で、住民票の異動をめぐる状況は、彼らの投票

参加に対して少なからぬ制約を与えていることも同

時に理解できる。この点を踏まえて、次章の分析に

入る。

Ⅳ．2016年参院選・2017 年衆院選に関する

比較分析 
本稿の冒頭でも述べたように、10 代が初めて投票

参加した 2016 年の参院選では、18 歳の半数以上が
投票所に足を運び、翌年の衆院選でも 50％に近い投
票率であった。一方で 19歳の投票率は、参院選でも
衆院選でも 18歳を下回り、参院選から衆院選にかけ
ての投票率の下落幅は約 9ポイントと、18 歳と比べ
て顕著であった 16。

1.10代の投票率と住民票の異動

ここで改めて、2 つの国政選挙における年代別投
票率をグラフで確認しておくと図 3 のとおりとなる
が、18 歳と 19 歳の大きな違いは、有権者の中に高
校 3 年生が含まれるかどうか、という点にある。18
歳の投票率が 19 歳より高まった要因の一つは、第 2
章の図 2 でも示したように、選挙権年齢引き下げを
きっかけとして高等学校を中心に主権者教育を実施

する動きが急速に広まり、そうしたことが高校生た

ちの参加意欲を喚起したことが挙げられるだろう。

一方、19 歳の投票率が 18 歳と 1 歳違うだけでこ
れほど落ち込むのは何故か。たった 1歳違うだけで、
政治に対する関心に大きな差が生まれるとは考えに

くい。ただ他方で、これまでの「20歳以上」で行わ
れてきた選挙でも、20 歳の有権者の投票率が 21～24
歳の投票率を常に上回るというデータも存在する

（塩沢，2018）。18歳の有権者もまた、「初めての選
挙」に対して強い関心を抱き、より多くの投票参加

に結びついてきたという側面もあるだろう。しかし

ながら、初めてか 2 回目か、という要因のみですべ
てを説明できるとも考えにくい。この点は本稿でも

すでに触れてきているように、住民票の異動をめぐ

る問題がやはり大きな影響を及ぼしていると思われ

る。

では、大学生世代のうちどの程度の人々が、進学

等に伴う転出時に住民票を移していないのだろうか。

これを直接示すデータはないものの、菅原（2015）
は現地に居住している人々に聴取する国勢調査と住

民基本台帳の人口とを比較し、興味深いデータを示

している。自区や隣接区に大学が多い京都市左京区

と、人口規模が 10万人以上の市の中で高卒時の人口
流出がかなり多い部類に入る山形県酒田市で比較す

ると、左京区では 19～21 歳に限定して見た場合に、
国調人口に対する住基台帳人口の割合が 52.3％で、
つまり半数が住民票を同区に置いていないことが分

かる。一方、酒田市では、18～25歳の範囲で住基台
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帳人口が国調人口を大きく上回る。こうした傾向は、

これら 2 市区に限らず全国で確認される現象である
という。

菅原の整理は、大学生世代における 2 種類の人口
データのずれに注目したものであるが、類似の傾向

は、実際の投票率のデータにも何らかの形で表れる

可能性があるだろう。ここでは、2016 年参院選と
2017 年衆院選における都道府県別投票率のデータ
を用いて、全年代と、18歳、19歳の各カテゴリに着
目し、カテゴリ間および選挙間の比較を試みる。

2.都道府県別データによる比較

総務省や明推協が国政選挙のたびに公開してきた

年代別投票率は従来、いずれも抽出調査のデータで

あったが、18歳選挙権の導入以降、18歳と 19 歳の
投票率に限り都道府県別のデータとして、しかも全

数調査で公開されるようになった。これにより、都

道府県ごとの 10 代の投票率の状況が把握できるだ
けでなく、全数調査であるため、都道府県ごとの平

均投票率との比較において、10代の投票率の傾向を
観察することが可能となる。その意味で、非常に有

益なデータと言える。まずは、都道府県別の 10 代の
投票率から確認していきたい。

2016 年参院選では、塩沢（2018）でも述べられて
いるように、上位 3 位までを東京都（57.84％）、神
奈川県（54.70％）、愛知県（53.77％）という都市部
の都県が占めている。18 歳と 19 歳で分けて見た場
合でも、上位 3 位までの並びは同じであり、中でも
東京都は全国で唯一、10 代の投票率が全年代の平均
（57.50％）を上回り、10 代の参加意欲を喚起するこ
とに大きく成功したと言える。この他にも、10 代の
投票率が全国平均を上回ったところは、首都圏や東

海、近畿など大都市圏の県に多い。その一方、大都

市圏から離れた地域に行くほど苦戦し、最も低かっ

た高知県の 30.93％をはじめ中四国の 9 県全てと九
州の 4県（長崎、熊本、宮崎、鹿児島）、および青森
県では 10代の投票率は 30％台にとどまった 17。

一方、翌年の衆院選では、参院選とは異なる傾向

が表れた。10代の投票率が最も高かったのは山形県
（47.24％）で、県全体の投票率（64.07％）でも全国
トップであった。2 番手こそ愛知県（46.79％）だっ
たものの、3 番手が山梨県（46.22％）で、以下、北
海道（45.97％）、新潟県（44.80％）と続き、参院選
で見られたような都市度との関連性は読み取れない。

ただ、18歳と 19 歳に分けてデータを見ると、19歳
の投票率においては参院選と同様の傾向が残ってお

り、上位 3 位までを占めたのはやはり、愛知県

（40.93％）、東京都（39.73％）、神奈川県（38.59％）
であった 18。

以上のような傾向について、次に散布図をもとに

確認していきたい。

3.散布図による比較分析

まず、2 つの選挙ごとに、18 歳と 19 歳の投票率の
関係がどうであったかを見ていく。図 4 は、左側が
2016 年参院選の、右側が 2017 年衆院選の、18 歳と
19 歳の都道府県別投票率の相関を表した散布図で
ある。一見して明らかなとおり、参院選では 18 歳と
19歳の投票率の間に強い相関が見られる一方、衆院
選では両者の間に明示的な相関があるとは言い切れ

ない 19。

続いて 18 歳、19歳それぞれの投票率について、2
つの選挙間での相関を見ると、図 5 のようになる。
すなわち、図 5 の左側に示したように、両選挙間で
18歳の投票率については相関は無いが、図 5の右側
にあるように、19 歳の投票率については R2 乗値は
およそ 0.77 となり、一定の相関があると言える。
さらに、参院選の 18 歳投票率と衆院選の 19 歳投

票率、ならびに参院選の 19 歳投票率と衆院選の 18
歳投票率の相関を見たものが、図 6 である。参院選
は 2016 年 7月に行われ、衆院選の実施はその 1 年 3
か月後であったため、参院選時の 18 歳の有権者は、
大雑把に言って 4 分の 3 程度が衆院選時の 19 歳で
ある。もちろん、これらの年齢の若者は県外に移動

する者も多いため、参院選から衆院選にかけて同一

の有権者がどれだけ含まれているかという点ではバ

ラツキがあるとみられ、「同一コーホート」に近いも

のと見なすのも難しい。ただ、図 6の左側を見ると、
R2乗値はおよそ 0.7を示しており、一定の相関が確
認できる。その一方、参院選の 19歳投票率と衆院選
の 18歳投票率を比較すること自体には、特に大きな
意味は無いが、両者の間に相関があるとは言えない。

以上のように、図 4～図 6 に示した散布図から読
み取れるのは、「参院選 18歳」「参院選 19 歳」「衆院
選 18歳」「衆院選 19歳」の 4つのカテゴリのうち、
「衆院選 18 歳」の投票率データを投入した場合の
み、明示的な相関関係が読み取れず、他のカテゴリ

間で相関を見た場合に、いずれも R2＝0.7 以上（す
なわち、R に変換した場合には 0.8 以上）の相関関
係が見られるということである。つまり、この 2 つ
の国政選挙においては、衆院選時の 18歳の都道府県
別投票率だけが、他の 10 代の投票率データと傾向が
異なるということが、改めて確認できる。

では次に、これらの関係性をもう少し深く観察す
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るために、各県の全体投票率との比較において、18・
19歳の投票率を見ていく。図 7下段の 2つの散布図
から分かるとおり、参院選・衆院選ともに全体投票

率と 19 歳投票率との間には、特に相関は見られな
い。一方、図 7 上段の 2 つの散布図を見ると、全体
と 18歳の投票率との間では、参院選では相関がある
とは言えないが、衆院選に関しては R2 乗値はおよ
そ 0.77 となっており、両者の間に相関関係が認めら
れる。

4.考察

以上の分析は、何を意味しているのだろうか。

最初に指摘しておきたいのは、2 つの選挙におけ
る選挙時期の違いである。2016 年参院選の投票日は
7 月 10 日だったのに対して 2017 年衆院選の投票日
は 10 月 22 日であったため、参院選に比べ衆院選の
ほうが、18 歳の有権者に占める高校生の比率がより
高かったことになる。参院選の際に高校 3 年生で選
挙権を得られたのは、7月 11 日までに誕生日を迎え
た生徒であるから 20、高校生の占める比率は小さく、

参院選時の 18歳の有権者には、住民票を実家に残し
たまま進学や就職をした者、つまり、現住地で当日

もしくは期日前投票ができなかった者が多く含まれ

ていたと考えられる。10 月に実施された衆院選では、

図６ 各選挙間での 18 歳と 19 歳の投票率間の相関 

図４ 各選挙における 18 歳および 19 歳の投票率間の相関 

図５ 18 歳および 19 歳の投票率に関する各選挙間の相関 
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帳人口が国調人口を大きく上回る。こうした傾向は、

これら 2 市区に限らず全国で確認される現象である
という。

菅原の整理は、大学生世代における 2 種類の人口
データのずれに注目したものであるが、類似の傾向

は、実際の投票率のデータにも何らかの形で表れる

可能性があるだろう。ここでは、2016 年参院選と
2017 年衆院選における都道府県別投票率のデータ
を用いて、全年代と、18 歳、19 歳の各カテゴリに着
目し、カテゴリ間および選挙間の比較を試みる。

2.都道府県別データによる比較

総務省や明推協が国政選挙のたびに公開してきた

年代別投票率は従来、いずれも抽出調査のデータで

あったが、18歳選挙権の導入以降、18 歳と 19 歳の
投票率に限り都道府県別のデータとして、しかも全

数調査で公開されるようになった。これにより、都

道府県ごとの 10 代の投票率の状況が把握できるだ
けでなく、全数調査であるため、都道府県ごとの平

均投票率との比較において、10 代の投票率の傾向を
観察することが可能となる。その意味で、非常に有

益なデータと言える。まずは、都道府県別の 10 代の
投票率から確認していきたい。

2016 年参院選では、塩沢（2018）でも述べられて
いるように、上位 3 位までを東京都（57.84％）、神
奈川県（54.70％）、愛知県（53.77％）という都市部
の都県が占めている。18 歳と 19 歳で分けて見た場
合でも、上位 3 位までの並びは同じであり、中でも
東京都は全国で唯一、10 代の投票率が全年代の平均
（57.50％）を上回り、10 代の参加意欲を喚起するこ
とに大きく成功したと言える。この他にも、10 代の
投票率が全国平均を上回ったところは、首都圏や東

海、近畿など大都市圏の県に多い。その一方、大都

市圏から離れた地域に行くほど苦戦し、最も低かっ

た高知県の 30.93％をはじめ中四国の 9 県全てと九
州の 4県（長崎、熊本、宮崎、鹿児島）、および青森
県では 10 代の投票率は 30％台にとどまった 17。

一方、翌年の衆院選では、参院選とは異なる傾向

が表れた。10代の投票率が最も高かったのは山形県
（47.24％）で、県全体の投票率（64.07％）でも全国
トップであった。2 番手こそ愛知県（46.79％）だっ
たものの、3 番手が山梨県（46.22％）で、以下、北
海道（45.97％）、新潟県（44.80％）と続き、参院選
で見られたような都市度との関連性は読み取れない。

ただ、18 歳と 19 歳に分けてデータを見ると、19 歳
の投票率においては参院選と同様の傾向が残ってお

り、上位 3 位までを占めたのはやはり、愛知県

（40.93％）、東京都（39.73％）、神奈川県（38.59％）
であった 18。

以上のような傾向について、次に散布図をもとに

確認していきたい。

3.散布図による比較分析

まず、2 つの選挙ごとに、18 歳と 19 歳の投票率の
関係がどうであったかを見ていく。図 4 は、左側が
2016 年参院選の、右側が 2017 年衆院選の、18 歳と
19 歳の都道府県別投票率の相関を表した散布図で
ある。一見して明らかなとおり、参院選では 18 歳と
19 歳の投票率の間に強い相関が見られる一方、衆院
選では両者の間に明示的な相関があるとは言い切れ

ない 19。

続いて 18 歳、19歳それぞれの投票率について、2
つの選挙間での相関を見ると、図 5 のようになる。
すなわち、図 5 の左側に示したように、両選挙間で
18 歳の投票率については相関は無いが、図 5の右側
にあるように、19 歳の投票率については R2 乗値は
およそ 0.77 となり、一定の相関があると言える。
さらに、参院選の 18 歳投票率と衆院選の 19 歳投

票率、ならびに参院選の 19 歳投票率と衆院選の 18
歳投票率の相関を見たものが、図 6 である。参院選
は 2016 年 7月に行われ、衆院選の実施はその 1 年 3
か月後であったため、参院選時の 18 歳の有権者は、
大雑把に言って 4 分の 3 程度が衆院選時の 19 歳で
ある。もちろん、これらの年齢の若者は県外に移動

する者も多いため、参院選から衆院選にかけて同一

の有権者がどれだけ含まれているかという点ではバ

ラツキがあるとみられ、「同一コーホート」に近いも

のと見なすのも難しい。ただ、図 6 の左側を見ると、
R2乗値はおよそ 0.7 を示しており、一定の相関が確
認できる。その一方、参院選の 19 歳投票率と衆院選
の 18 歳投票率を比較すること自体には、特に大きな
意味は無いが、両者の間に相関があるとは言えない。

以上のように、図 4～図 6 に示した散布図から読
み取れるのは、「参院選 18 歳」「参院選 19 歳」「衆院
選 18 歳」「衆院選 19歳」の 4 つのカテゴリのうち、
「衆院選 18 歳」の投票率データを投入した場合の
み、明示的な相関関係が読み取れず、他のカテゴリ

間で相関を見た場合に、いずれも R2＝0.7 以上（す
なわち、R に変換した場合には 0.8 以上）の相関関
係が見られるということである。つまり、この 2 つ
の国政選挙においては、衆院選時の 18歳の都道府県
別投票率だけが、他の 10 代の投票率データと傾向が
異なるということが、改めて確認できる。

では次に、これらの関係性をもう少し深く観察す
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るために、各県の全体投票率との比較において、18・
19歳の投票率を見ていく。図 7下段の 2つの散布図
から分かるとおり、参院選・衆院選ともに全体投票

率と 19 歳投票率との間には、特に相関は見られな
い。一方、図 7 上段の 2 つの散布図を見ると、全体
と 18 歳の投票率との間では、参院選では相関がある
とは言えないが、衆院選に関しては R2 乗値はおよ
そ 0.77 となっており、両者の間に相関関係が認めら
れる。

4.考察

以上の分析は、何を意味しているのだろうか。

最初に指摘しておきたいのは、2 つの選挙におけ
る選挙時期の違いである。2016 年参院選の投票日は
7 月 10 日だったのに対して 2017 年衆院選の投票日
は 10 月 22 日であったため、参院選に比べ衆院選の
ほうが、18 歳の有権者に占める高校生の比率がより
高かったことになる。参院選の際に高校 3 年生で選
挙権を得られたのは、7月 11 日までに誕生日を迎え
た生徒であるから 20、高校生の占める比率は小さく、

参院選時の 18歳の有権者には、住民票を実家に残し
たまま進学や就職をした者、つまり、現住地で当日

もしくは期日前投票ができなかった者が多く含まれ

ていたと考えられる。10 月に実施された衆院選では、

図６ 各選挙間での 18 歳と 19 歳の投票率間の相関 

図４ 各選挙における 18 歳および 19 歳の投票率間の相関 

図５ 18 歳および 19 歳の投票率に関する各選挙間の相関 

79前田 涼太・塩沢 健一：18 歳選挙権をめぐる課題と若者の投票率・政治意識 

190327_3rd_地域学論集15-3.indd   79 19/03/28   20:36



地域学論集 第 15巻第 3号(2019)

単純に見積もっても高校 3 年生の半数余りが選挙権
を得たことになるため、同じ「18 歳」という年齢で
も、参院選とは異なる傾向が表れたと思われる。

他方で、衆院選において全体投票率と 18 歳投票率
の間に相関が表れたことは、何を示唆するのであろ

うか。全体投票率は衆院選であれ参院選であれ、18
歳以上のすべての有権者に関する都道府県別データ

である。蒲島（1988）などで古くから知られている
ように、我が国では都市よりも地方に行けば行くほ

ど、一般的に投票率は高い。つまり衆院選では、一

般的な傾向として投票率が高くなるような県におい

て、18 歳の投票率も高まったということである。そ
の一因としては、高校生の多くが親と同居している

ことから、親の投票に帯同する形で自分自身も投票

に行った者が多くいたことが考えられる。第 2 章で
指摘したように、何カ月も前から日程が決まってい

る参院選と異なり、急な解散総選挙で教育現場での

啓発等が不十分だった可能性を併せて考慮すると、

衆院選においては高校生たちの親が果たした役割が、

実は大きかったのかもしれない。

また 19歳に関しては、個人差はあるだろうが、選
挙時期の違いによる影響は 2 つの選挙間でほとんど
なく、参院選でも衆院選でも、住民票の異動状況に

大きな相違があったとは考えにくい。いずれも 18歳
との比較においては、現住地で投票できないことが

投票率低下の一因になったと考えられる。

では、衆院選で 19 歳の投票率の下落が目立った理
由は何であろうか。参院選の場合、18歳選挙権が初
めて導入された選挙であったから、18 歳であれ 19
歳であれ、彼らにとっては「初めての選挙」であり、

現住地で投票できる若者たちは、より積極的に投票

所へ足を運んだと考えられる。しかし、2 回目の国
政選挙となると、18 歳はやはり新たな有権者である
一方、19歳の有権者の多くは、すでに前年の参院選
でも 18歳として投票資格を得ており、現住地で投票
可能な者であっても、一定数の若者は「2 回目の国
政選挙」では関心が薄れ、棄権に回ってしまった可

能性が考えられる。この点は既述のとおりだが、衆

院選における 19 歳の有権者に関しては、「初めてか
2 回目か」というシチュエーションの違いに加え、
地方の県を中心に住民票の異動状況がもたらしたマ

イナス面、さらには個別の選挙区ごとの選挙状況な

どが相まって、投票率を押し下げる方向に作用した

と推測される。

Ⅴ．まとめと含意

2019 年は 4月に統一地方選、7月に参院選が行わ
れる「選挙イヤー」である。後者に関して言えば、

本稿の冒頭でも述べたように、10代が投票参加でき

図７ 各選挙における全体投票率と 18 歳・19 歳の投票率との相関 
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る 2度目の参院選となるが、18・19 歳をはじめ少し
でも多くの若い有権者が関心を持ち、投票所に足を

運ぶことが期待される。だが一方、本稿でも指摘し

てきたように、18 歳は進学・就職等に伴い居住のパ
ターンが大きく変動する最初の転機となる年齢でも

あり、住民票の異動をめぐる問題が、10 代を含む大
学生世代の投票参加に対しマイナスの影響を与える

一因となっている。

本稿の刊行時点では未だ、10 代が参加する国政選
挙は 2度行われただけに過ぎず、18 歳選挙権がもた
らした効果を、投票率に依拠して全国レベルで検証

するには、まだまだ必要十分なデータが揃っている

とは言い難い。ただ少なくとも、18 歳と 19 歳の投
票率の動向の相違に着目した本稿の分析から、現住

地における住民票の有無が彼らの投票参加の規定要

因のひとつとなっていることは間違いない。塩沢

（2018）においても述べているように、大学生世代
の投票率向上を図るうえで、住民票の異動を促すこ

とも当然ながら重要だが、より現実的な方策として、

不在者投票の利便性を高めるなどの形で、学生の投

票環境を改善する取り組みも必要になるだろう。

他方で、18・19 歳の都道府県別投票率のデータに
おいて興味深いのは、同じ国政選挙であっても、「7
月」と「10月」という選挙期日の違いによって、18
歳の投票率の傾向に相違が表れた点である。もちろ

ん、これについても一般化し得る傾向と言えるのか

どうかは、今後のデータの蓄積を待たねばならず、

現時点ではひとつの仮説に過ぎない。ただ、より多

くの高校生が有権者に含まれるような時期、すなわ

ち年度の後半に行くほど、高校生たちのより一層の

投票参加につながるという仮説が妥当性を持つとし

たら、任期満了日などのタイミングによっては、よ

り多くの高校生の投票参加が期待できるかどうかと

いう観点から、選挙期日を設定するのも一案であろ

う 21。

例えば、4 年に 1 度行われる統一地方選は 4 月の
第 2日曜と第 4 日曜に投票日が設定されるのが慣例
となっているが 22、4 月の投票だと、投票日時点に
おける高校 3 年生はほとんどが有権者に含まれない
ことになる。首長の任期途中の辞職や死去、また市

町村合併などの影響により、統一地方選における選

挙の「統一率 23」は低下傾向にあるが、そうした中

でも道府県議会議員の選挙については、今もなお 41
の道府県が統一地方選の日程で実施している。これ

らの選挙日程を、何らかの特例措置により 3 月中に
前倒しすることがもし可能となれば、4 年に 1 度の
ことではあるが、進学等に伴い地元を離れる 18 歳に

とっても、その直前に貴重な投票参加の機会が増え

ることが期待される 24。

高校 3 年生の有権者にとっては、在学中に自らの
地元で投票する機会が得られれば、そこでの参加経

験はそれ以降の選挙時においても、何らかの形で参

加意識の向上に寄与するであろうし、大学生世代の

有権者にとっては、地元を離れている時でも投票参

加しやすいような仕組みが整備されれば、卒業後に

おいても選挙に対する関心の持続につながりうる。

本稿の分析でも示したように、大学生世代の棄権者

には、政治への関心が低く「投票に行かない」若者

だけでなく、住民票の異動等の問題から「投票でき

ない」若者も多分に含まれている。若い世代の参加

意欲を過小評価することなく、実態に即して若者の

投票参加を喚起するような方策を、今後も検討して

いかなければならない。

 

 

※ 本稿は前田涼太「世論調査と投票率から見る 18 歳選

挙権の現状と課題」（2017 年度鳥取大学地域学部地域

政策学科卒業論文）の一部を塩沢が大幅に加筆修正し

たものである。 

 

注 

1 当時は選挙権を持たなかった 10代の有権者が参加し

た住民投票は、「平成の大合併」が急展開した 2005 年

3 月末までの約 2 年半の間に、124 件の事例がある。

それ以降の投票事例も含めると、2011 年 8 月までに

延べ 131 市町村で、10 代の有権者が合併の是非をめ

ぐる住民投票を経験している。詳細は塩沢（2018）を

参照。 

2 憲法改正の手続きをめぐっては、憲法 96 条において

国会での発議要件や、改正には国民投票で過半数の

賛成を得ることを要件とすることは定められていた

ものの、具体的な手続き法は未整備だったことから、

憲法改正を目指す第一次安倍政権のもとで制定に至

ったものである。 

3 この調査は、全国の選挙管理委員会 1,963 団体（都

道府県 47 団体、指定都市 20 団体および行政区 175

機関、指定都市を除く市区町村 1,721 団体）を対象

に、2016 年度および 2017 年度を調査対象期間とし

て実施されたものである。2015 年度のデータは、前

回調査（2016 年 12 月）によるものである。なお、

2017 年度については、12 月末日までの実績と 1 月か

ら 3 月までの見込みを合わせたものである。 
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単純に見積もっても高校 3 年生の半数余りが選挙権
を得たことになるため、同じ「18 歳」という年齢で
も、参院選とは異なる傾向が表れたと思われる。

他方で、衆院選において全体投票率と 18 歳投票率
の間に相関が表れたことは、何を示唆するのであろ

うか。全体投票率は衆院選であれ参院選であれ、18
歳以上のすべての有権者に関する都道府県別データ

である。蒲島（1988）などで古くから知られている
ように、我が国では都市よりも地方に行けば行くほ

ど、一般的に投票率は高い。つまり衆院選では、一

般的な傾向として投票率が高くなるような県におい

て、18 歳の投票率も高まったということである。そ
の一因としては、高校生の多くが親と同居している

ことから、親の投票に帯同する形で自分自身も投票

に行った者が多くいたことが考えられる。第 2 章で
指摘したように、何カ月も前から日程が決まってい

る参院選と異なり、急な解散総選挙で教育現場での

啓発等が不十分だった可能性を併せて考慮すると、

衆院選においては高校生たちの親が果たした役割が、

実は大きかったのかもしれない。

また 19 歳に関しては、個人差はあるだろうが、選
挙時期の違いによる影響は 2 つの選挙間でほとんど
なく、参院選でも衆院選でも、住民票の異動状況に

大きな相違があったとは考えにくい。いずれも 18 歳
との比較においては、現住地で投票できないことが

投票率低下の一因になったと考えられる。

では、衆院選で 19 歳の投票率の下落が目立った理
由は何であろうか。参院選の場合、18 歳選挙権が初
めて導入された選挙であったから、18 歳であれ 19
歳であれ、彼らにとっては「初めての選挙」であり、

現住地で投票できる若者たちは、より積極的に投票

所へ足を運んだと考えられる。しかし、2 回目の国
政選挙となると、18 歳はやはり新たな有権者である
一方、19 歳の有権者の多くは、すでに前年の参院選
でも 18 歳として投票資格を得ており、現住地で投票
可能な者であっても、一定数の若者は「2 回目の国
政選挙」では関心が薄れ、棄権に回ってしまった可

能性が考えられる。この点は既述のとおりだが、衆

院選における 19 歳の有権者に関しては、「初めてか
2 回目か」というシチュエーションの違いに加え、
地方の県を中心に住民票の異動状況がもたらしたマ

イナス面、さらには個別の選挙区ごとの選挙状況な

どが相まって、投票率を押し下げる方向に作用した

と推測される。

Ⅴ．まとめと含意

2019 年は 4月に統一地方選、7 月に参院選が行わ
れる「選挙イヤー」である。後者に関して言えば、

本稿の冒頭でも述べたように、10 代が投票参加でき
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あり、住民票の異動をめぐる問題が、10 代を含む大
学生世代の投票参加に対しマイナスの影響を与える

一因となっている。

本稿の刊行時点では未だ、10代が参加する国政選
挙は 2度行われただけに過ぎず、18 歳選挙権がもた
らした効果を、投票率に依拠して全国レベルで検証

するには、まだまだ必要十分なデータが揃っている

とは言い難い。ただ少なくとも、18 歳と 19 歳の投
票率の動向の相違に着目した本稿の分析から、現住

地における住民票の有無が彼らの投票参加の規定要

因のひとつとなっていることは間違いない。塩沢

（2018）においても述べているように、大学生世代
の投票率向上を図るうえで、住民票の異動を促すこ

とも当然ながら重要だが、より現実的な方策として、

不在者投票の利便性を高めるなどの形で、学生の投

票環境を改善する取り組みも必要になるだろう。

他方で、18・19歳の都道府県別投票率のデータに
おいて興味深いのは、同じ国政選挙であっても、「7
月」と「10月」という選挙期日の違いによって、18
歳の投票率の傾向に相違が表れた点である。もちろ

ん、これについても一般化し得る傾向と言えるのか

どうかは、今後のデータの蓄積を待たねばならず、

現時点ではひとつの仮説に過ぎない。ただ、より多

くの高校生が有権者に含まれるような時期、すなわ

ち年度の後半に行くほど、高校生たちのより一層の

投票参加につながるという仮説が妥当性を持つとし

たら、任期満了日などのタイミングによっては、よ

り多くの高校生の投票参加が期待できるかどうかと

いう観点から、選挙期日を設定するのも一案であろ

う 21。

例えば、4 年に 1 度行われる統一地方選は 4 月の
第 2日曜と第 4 日曜に投票日が設定されるのが慣例
となっているが 22、4 月の投票だと、投票日時点に
おける高校 3 年生はほとんどが有権者に含まれない
ことになる。首長の任期途中の辞職や死去、また市

町村合併などの影響により、統一地方選における選

挙の「統一率 23」は低下傾向にあるが、そうした中

でも道府県議会議員の選挙については、今もなお 41
の道府県が統一地方選の日程で実施している。これ

らの選挙日程を、何らかの特例措置により 3 月中に
前倒しすることがもし可能となれば、4 年に 1 度の
ことではあるが、進学等に伴い地元を離れる 18 歳に

とっても、その直前に貴重な投票参加の機会が増え

ることが期待される 24。

高校 3 年生の有権者にとっては、在学中に自らの
地元で投票する機会が得られれば、そこでの参加経

験はそれ以降の選挙時においても、何らかの形で参

加意識の向上に寄与するであろうし、大学生世代の

有権者にとっては、地元を離れている時でも投票参

加しやすいような仕組みが整備されれば、卒業後に

おいても選挙に対する関心の持続につながりうる。

本稿の分析でも示したように、大学生世代の棄権者

には、政治への関心が低く「投票に行かない」若者

だけでなく、住民票の異動等の問題から「投票でき

ない」若者も多分に含まれている。若い世代の参加

意欲を過小評価することなく、実態に即して若者の

投票参加を喚起するような方策を、今後も検討して

いかなければならない。

 

 

※ 本稿は前田涼太「世論調査と投票率から見る 18 歳選

挙権の現状と課題」（2017 年度鳥取大学地域学部地域

政策学科卒業論文）の一部を塩沢が大幅に加筆修正し

たものである。 
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1 当時は選挙権を持たなかった 10代の有権者が参加し

た住民投票は、「平成の大合併」が急展開した 2005 年

3 月末までの約 2 年半の間に、124 件の事例がある。

それ以降の投票事例も含めると、2011 年 8 月までに

延べ 131 市町村で、10 代の有権者が合併の是非をめ

ぐる住民投票を経験している。詳細は塩沢（2018）を

参照。 

2 憲法改正の手続きをめぐっては、憲法 96 条において

国会での発議要件や、改正には国民投票で過半数の

賛成を得ることを要件とすることは定められていた

ものの、具体的な手続き法は未整備だったことから、

憲法改正を目指す第一次安倍政権のもとで制定に至

ったものである。 

3 この調査は、全国の選挙管理委員会 1,963 団体（都

道府県 47 団体、指定都市 20 団体および行政区 175

機関、指定都市を除く市区町村 1,721 団体）を対象

に、2016 年度および 2017 年度を調査対象期間とし

て実施されたものである。2015 年度のデータは、前

回調査（2016 年 12 月）によるものである。なお、

2017 年度については、12 月末日までの実績と 1 月か

ら 3 月までの見込みを合わせたものである。 
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senkyo/shukensha_kyoiku_kekka/index.html 

4 総務省「学校教育と連携した啓発事業実態調査」によ

る。牧之内（2016）も併せて参照。 

URL： 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-

news/01gyosei15_02000120.html 

5 高等専門学校を含む。以下同じ。 

6 脚注 4 に同じ。 

7 朝日新聞記事検索サービス「聞蔵Ⅱ」を用いて、2017

年 10月中に掲載された記事を「高校＆期日前投票所」

のワードで検索したところ、長崎県のほか、栃木県、

三重県、岐阜県、愛媛県でも、参院選で未設置だった

がこの年の衆院選では期日前投票所を設置した高校

があったことが判明した。 

8 もちろん一方では、多くの自治体や学校では慢性的

なマンパワー不足に悩まされており、急な解散とな

れば「それどころではない」となる現場も少なくない

と思われる。そうした点で、現場では様々な葛藤が生

じる面もあるのは言うまでもない。 

9 他方で、塩沢（2018）の脚注 23 でも指摘されている

ように、そもそも法律上の規定では、居住実態のある

地に住民票を置くことが求められている。そのため、

過去 2 回の国政選挙では、居住実態が無いことを理

由に不在者投票が認められなかったケースもあり、

自治体によって対応が分かれているのが現状である

（『毎日新聞』2017 年 3 月 13 日；『沖縄タイムス』

2017 年 10 月 19 日；『東京新聞』2018 年 3 月 6 日）。 

10 広井（2010）によれば、選挙権年齢の 18 歳への引き

下げに関する世論調査は 1971 年に３回行われてお

り、その結果が翌年、参議院の「公職選挙法改正に関

する特別委員会」で報告されている。詳細なデータは

不明だが、賛成はいずれも約２割程度にすぎず、反対

が５～６割を占めたとのことである。反対の理由と

しては、政治的な判断力という点で 18 歳はまだ未

成熟だとする見方が最も多く、そのことが 18 歳選

挙権を否定する最も有力な論拠となっていた。 

11 高校生や大学生などの「学生」でない回答者を指す。 

12 予備校生を含む。 

13 主婦等を含む。 

14 短大生と予備校生を含む。 

15 ただし、脚注 12 および 14 で示した通り、この 2 つ

の調査では「大学・大学院生」の中に短大生を含める

か否かという違いがあるため、誤差の範囲内とは思

われるが若干の注意が必要である。 

16 なお、総務省の抽出調査データで 20 代における投票

率の変動を 1 歳刻みで見てみると、参院選から衆院

選にかけての投票率の変動は、20 歳がマイナス 5 ポ

イント余り、21 歳がマイナス 3 ポイント余りで、そ

の他の 20 代はどの年齢でも、投票率の上下動は 3 ポ

イント以内に収まっている。 

17 これらのうち、県全体の投票率（62.20％）が全国で

3 番目に高かった島根県では、10 代の投票率との差

が全国で最も大きく、23.26 ポイントの開きがあった。 

18 衆院選では 10代の投票率が全体投票率を上回った都

道府県はなく、最も差が小さかった愛知県でも全体

投票率と比べて 7.86 ポイント低い結果となった。ま

た、全体と 10 代の投票率の差が最も大きかったのは

やはり島根県で、22.14 ポイントの開きがあった。 

19 なお、衆院選における 18 歳および 19 歳の都道府県

別投票率の関係について相関係数を確認しておくと、

Ｒ≒0.52 となる。ただ、ｎ＝47 となる都道府県別デ

ータでは、サンプルサイズの面で必要十分とも言い

切れないため、本稿では 2 変数間の相関についてや

や厳しく判定しておきたい。 

20 法律上の規定により、誕生日の前日をもって満年齢

となるため、投票日の翌日の 18 年前までに生まれた

者に対して選挙権が与えられる。 

21 もちろん一方で、投票率はその時々の選挙状況にも

大きく左右される。例えば、2018 年に任期満了に伴

い行われた鳥取市長選では、高校 3 年生による投票

参加への期待もあり、前回選挙まで 4 月投票として

いたところを 3 月 25 日に投票日を前倒しした。しか

しながら、選挙戦そのものが無風選挙で市民の関心

も低調だったことから、市全体の投票率も 31.51％ま

で落ち込み、期待された 18・19 歳の投票率も 23.09％

にとどまった。また、塩沢（2018）でも指摘している

ように、選挙時期が受験シーズンの 1～2 月頃に重な

ると、高校生の投票参加を促すうえで一定の制約が

かかる可能性も考慮しなければならない。 

22 2019 年の統一地方選は、平成天皇の退位日の直前に

投票日が設定されるのを避けるため、第 1 および第

3 日曜（4 月 7 日、21 日）を投票日とすることが決ま

っている。 

23 統一地方選で執行される長および議員の選挙の総数

（補欠選挙は除く）を、都道府県および市区町村の総

数に 2 を掛けた値で割った数値。2019 年の統一地方

選における統一率は 2018 年 12 月 1 日現在で 27.2％

となる見込みである。前回 2015 年の統一率は 27.5％

であった。 

24 41 道府県議会では兵庫県を除き、4 月 29 日が議員の

任期満了日となっている。公選法の規定では、任期満

了に伴う選挙の期日は満了日から 30日以内と定めら

れているため、恒常的に投票日を 3 月中に前倒しす

る措置を仮に実現させようとすれば、ある時点で選
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出される議員の任期を半月から 1 カ月程度、1 回限

り短縮する特例法を制定するか、統一地方選のたび

に投票日を前倒しする特例措置を適用し続けるか、

いずれかの方法が考えられそうである。 

なお兵庫県議会は、1995 年の阪神淡路大震災の被災

を受け、その年の統一地方選では当初の予定通り選

挙を行うことが困難となったため、当時の議員の任

期を特例により 2 カ月延長し、6 月 11 日に選挙を実

施した。選挙期日は特例措置により、1999 年から再

び統一地方選の日程に復帰したが、それ以来、選挙期

日と当選者の任期開始日の間に約 2 カ月のずれが存

在し続けてきた。これを解消することを目的として、

兵庫県等の要望も受け新たな特例法が国会において

制定されたため、2019 年に選出される議員に限り、

任期が約 2 カ月短縮される特例措置が適用される。 
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